
近
世
に
お
け
る
日
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て

丹
後
国
網
野
縮
緬
機
業
地
帯
に
お
け
る
山
中
九
兵
衛
家
の
文
書
を
中
心
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
　
　
立
　
　
政

男

一
、

二
、

三
、

四
、

五
、

六
、

七
、

は
　
し
　
が
　
き

目
本
海
の
航
運
と
丹
後
に
お
け
る
廻
船
業
の
概
要

山
中
九
兵
衛
家
の
由
来

廻
船
業
と
商
業
の
兼
営
に
よ
る
地
方
商
業
資
本
家
と
し
て
の
成
長

帆
船
の
建
造

破
船
と
浦
手
形

む
　
　
す
　
　
び

近
世
に
お
け
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）

（
二
二
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
号
）

二
　
（
一
三
四
）

は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
江
戸
時
代
の
商
品
流
通
の
輸
送
に
お
い
て
、
陸
路
の
演
じ
た
役
割
は
極
め
て
軽
い
。
陸
路
は
参
観
交
替
の
制
に
よ
り
街
道
は
股
賑

を
極
め
た
に
も
拘
ら
ず
、
道
路
そ
の
も
の
は
鋪
装
技
術
の
無
智
か
ら
殆
ん
ど
原
始
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
上
幕
府
の
政
治

的
目
的
か
ら
す
る
人
為
的
な
障
碍
（
関
所
・
架
橋
禁
止
）
等
が
陸
上
交
通
の
発
達
を
阻
止
し
た
。
特
に
街
道
筋
に
、
お
げ
る
車
の
禁
止

は
、
商
品
の
長
距
離
輸
送
路
と
し
て
の
道
路
の
機
能
発
展
の
可
能
性
を
全
く
奪
っ
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
陸
上
に
お
い
て
は
、
人
の

肩
、
又
は
馬
背
に
よ
り
、
比
較
的
長
距
離
の
輸
送
に
堪
え
た
商
品
は
容
量
の
小
さ
い
高
価
品
に
限
ら
れ
た
。
例
え
ぱ
越
中
富
山
の
売

薬
行
商
の
如
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
陸
上
運
送
に
対
し
て
海
上
輸
送
の
方
は
、
商
品
流
通
の
大
動
脈
と
も
称
さ
る
べ
き
重
要
性
を

も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
一
た
び
海
運
航
路
が
開
拓
さ
れ
る
や
、
陸
路
運
送
を
も
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
宿
駅
者
の
中
に

は
殆
ん
ど
衣
食
に
窮
す
る
も
の
も
出
現
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
万
治
元
年
（
ニ
ハ
五
八
）
東
海
道
島
田
町
で
は
、

　
「
此
以
前
は
御
江
戸
へ
廻
り
申
侯
荷
物
、
陸
を
下
し
侯
処
に
近
年
は
大
阪
・
伊
勢
・
桑
名
よ
り
船
に
積
廻
し
、
大
道
を
ば
商
人
荷

物
之
分
一
円
通
り
不
申
、
是
は
商
人
の
勝
手
に
仕
侯
儀
不
及
是
非
候
へ
ど
も
斯
様
の
儀
に
て
と
ひ
や
を
立
可
罷
在
様
無
御
座
候
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

幕
府
に
訴
え
る
に
至
っ
て
い
る
程
で
あ
る
。
或
は
又
逆
に
、
海
上
に
お
げ
る
豊
富
な
沿
岸
航
運
の
発
達
を
見
た
故
に
却
っ
て
陸
路
の

発
達
を
後
ら
せ
た
と
い
っ
た
方
が
正
し
い
と
さ
え
も
考
え
ら
れ
る
程
、
海
上
輸
送
の
商
品
流
通
発
展
に
お
い
て
果
し
た
役
割
は
大
き

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
事
実
、
質
的
に
も
量
的
に
も
又
地
域
的
に
も
増
大
し
て
ゆ
く
商
品
流
通
を
前
に
し
て
、
幕
府
が
な
お
永
く
阻
止
的
道
路
政
策
を
固

持
し
得
た
の
も
実
に
こ
の
沿
岸
航
路
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
又
沿
岸
航
運
の
発
達
の
所
以
は
単
に
鎖
国
に
よ
る
遠
洋
渡
航
の



禁
遇
に
求
む
べ
き
は
誤
り
で
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
生
産
力
の
発
展
に
伴
う
市
場
拡
大
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ぱ
江
戸
幕
府
の
中
央
集
権
的
封
建
制
度
の
確
立
に
よ
る
政
治
的
統
一
と
、
領
国
経
済
よ
り
全
国
経
済
へ
の
発
展
と
変
遷
の
然
ら
し
む

る
所
で
あ
る
。

　
か
か
る
観
点
に
立
っ
て
本
論
題
を
と
り
あ
げ
、
近
世
、
特
に
幕
末
に
お
げ
る
目
本
海
沿
岸
の
丹
後
地
方
廻
船
業
者
が
単
な
る
廻
船

間
屋
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
方
の
商
品
的
生
産
物
の
取
引
商
業
を
兼
営
し
、
活
躍
し
て
い
る
具
体
的
資
料
を
究
明
し
、
資
料
に
具
現
せ

ら
れ
た
当
時
の
日
本
海
航
運
の
実
情
を
通
し
て
商
品
流
通
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
丹
後
唯
一
の
生
産
物
た
る
丹
後
縮
緬

の
販
路
に
っ
い
て
新
し
い
資
料
を
提
供
し
、
そ
の
発
達
に
対
す
る
側
面
的
照
写
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
な
お
本
論
文
の
た
め
に
貴
重
な
る
資
料
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
山
中
九
平
氏
な
ら
び
に
、
調
査
に
あ
た
っ
て
種
々
御
援
助
を
賜
わ

り
し
、
網
野
高
校
教
諭
中
村
浄
・
中
川
正
哲
両
君
、
加
悦
町
明
石
吉
田
武
夫
氏
各
位
の
御
厚
意
に
対
し
、
こ
こ
に
深
く
感
謝
の
意
を

表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
竹
越
与
三
郎
氏
著
「
日
本
経
済
史
」
第
八
巻
　
二
九
二
頁

二
　
日
本
海
の
航
運
と
丹
後
に
お
げ
る
回
船
業
の
概
要

　
日
本
海
沿
岸
に
お
げ
る
航
運
は
越
前
若
狭
以
西
に
お
い
て
は
戦
因
初
め
の
頃
に
開
げ
、
天
正
の
頃
に
は
西
国
方
面
と
の
問
に
商
船

の
往
来
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
応
仁
の
乱
に
、
始
め
西
軍
方
で
あ
っ
た
朝
倉
氏
が
越
前
国
守
護
職
と
な
っ
て
東
方
軍
に
帰

し
た
の
で
、
西
方
軍
の
大
内
氏
等
が
西
国
の
糧
米
を
海
路
敦
賀
に
運
ぶ
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
大
い
に
困
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
当
時
す
で
に
西
国
と
敦
賀
と
の
間
に
海
運
関
係
の
お
っ
た
こ
と
が
判
る
。
更
に
戦
国
の
頃
に
な
る
と
敦
賀
は
戦
乱
の
た
め
、

　
　
近
世
に
お
げ
る
目
本
海
沿
捧
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
（
二
二
五
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
（
二
二
六
）

し
ば
し
ぱ
梗
塞
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
之
に
代
っ
て
盛
ん
に
な
っ
た
若
狭
の
小
浜
と
蝦
夷
地
方
と
の
海
運
も
開
げ
、
小
浜
と

宇
須
岸
（
幽
館
）
と
の
間
に
は
毎
年
三
回
商
船
が
往
来
し
、
蝦
夷
ル
昆
布
が
小
浜
で
加
工
せ
ら
れ
て
若
狭
昆
布
の
名
を
も
っ
て
諸
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

に
販
売
せ
ら
れ
、
ま
た
若
狭
の
人
で
武
人
や
僧
侶
の
う
ち
に
は
蝦
夷
に
入
っ
て
名
を
挙
げ
た
も
の
も
少
く
な
か
っ
た
。
即
ち
こ
の
頃

に
な
っ
て
敦
賀
以
東
の
海
運
は
蝦
夷
方
面
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
足
利
末
期
か
ら
織
豊
期
に
か
げ
て
、
日
本

海
に
お
げ
る
航
運
は
余
程
発
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
近
世
に
入
っ
て
穀
物
移
多
の
奥
羽
方
面
か
ら
人
口
多
き
江
戸
、
大
阪
等
の
消
費

地
へ
之
を
輸
送
し
て
売
捌
く
こ
と
は
幕
藩
何
れ
に
と
っ
て
も
財
政
政
策
上
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
殊
に
羽
州
米
沢
及
び
秋
田
仙
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

郡
辺
の
米
が
豊
作
の
折
一
升
宛
五
六
文
の
時
、
江
戸
に
於
て
は
豊
凶
の
差
別
な
く
凡
そ
百
文
で
売
れ
る
の
で
江
戸
或
は
上
方
へ
の
出

米
は
次
第
に
多
く
な
っ
た
。
か
か
る
関
係
で
西
廻
海
運
開
通
以
前
の
目
本
海
沿
岸
航
路
で
は
、
京
阪
へ
の
貨
物
輸
送
は
海
路
を
小

浜
・
敦
賀
に
至
り
、
陸
送
し
て
琵
琶
湖
北
岸
の
今
津
（
小
浜
と
連
絡
）
海
津
（
敦
賀
と
連
絡
）
に
至
り
、
そ
れ
よ
り
琵
琶
湖
の
水
運

に
よ
っ
て
上
方
に
廻
送
さ
れ
た
。
し
か
し
増
大
す
る
輸
送
量
は
陸
送
二
回
（
敦
賀
、
小
浜
　
　
海
津
、
今
津
間
及
び
大
津
１
－
淀

川
間
）
を
要
す
る
こ
の
交
通
路
は
、
貨
物
の
破
損
・
消
耗
が
多
く
、
海
運
の
大
量
・
安
全
輸
送
の
点
で
は
る
か
に
劣
る
た
め
、
い
わ

ゆ
る
奥
羽
か
ら
津
軽
海
峡
を
通
過
し
、
太
平
洋
を
航
行
し
て
江
戸
に
達
す
る
東
廻
航
路
が
開
か
れ
た
。
明
暦
年
問
（
ニ
ハ
五
五
－
五

七
）
に
秋
田
米
が
土
崎
港
か
ら
江
戸
に
送
ら
れ
た
の
が
初
め
て
で
あ
る
。

　
一
方
、
大
阪
を
中
心
に
日
本
海
か
ら
下
関
を
迂
廻
し
て
瀬
戸
内
海
か
ら
大
阪
に
至
る
い
わ
ゆ
る
西
廻
海
運
が
開
か
れ
た
。
寛
永
年

間
（
ニ
ハ
ニ
四
－
四
三
）
に
加
賀
米
を
大
阪
に
運
ん
だ
の
が
初
め
と
い
わ
れ
る
。
明
暦
元
年
（
ニ
ハ
五
五
年
）
頃
に
は
越
後
及
び
出

羽
か
ら
も
航
路
が
開
か
れ
、
寛
文
十
二
年
（
ニ
ハ
七
二
年
）
に
は
河
村
瑞
軒
が
出
羽
最
上
郡
の
官
米
を
江
戸
に
運
ぶ
に
あ
た
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
の
　
つ

の
西
廻
航
路
を
坂
り
、
そ
～
後
こ
の
航
賂
に
改
良
を
加
え
、
佐
渡
の
小
木
、
能
登
の
福
浦
、
但
馬
の
柴
山
、
石
見
の
温
泉
津
の
四
港



を
宮
併
寄
港
地
と
し
て
施
設
し
た
ひ

　
と
こ
ろ
で
、
元
来
奥
州
の
東
海
岸
に
は
寒
暖
二
流
が
あ
く
ノ
て
夏
季
に
は
東
南
風
が
吹
い
て
暖
流
上
に
お
る
高
温
度
の
空
気
を
寒
流

上
に
送
る
の
で
、
そ
れ
が
冷
却
し
て
霧
を
生
じ
、
往
々
方
向
を
弁
ぜ
ず
、
航
海
も
甚
だ
危
険
で
あ
り
、
而
も
海
岸
線
も
単
調
で
良
港

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

に
乏
し
い
か
ら
避
難
も
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
方
奥
羽
方
面
と
大
阪
方
面
と
の
商
業
取
引
が
江
戸
方
面
よ
り
頻
繁
で
あ
っ
た
た

巧
且
っ
貨
物
運
賃
の
如
き
在
廉
で
あ
一
（
か
）
と
い
う
経
済
的
理
由
に
よ
一
て
東
海
廻
り
よ
り
も
西
海
廻
り
の
利
用
が
盛
ん
に
行
わ

れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
近
世
に
お
げ
る
丹
後
国
の
海
運
業
の
見
る
べ
き
発
展
は
、
丹
後
縮
緬
が
国
内
物
資
流
通
の
隆
盛
に
伴
っ
て
そ
の
需
要
が
増
大

し
・
そ
の
生
産
が
高
ま
っ
た
文
化
、
文
政
の
頃
以
降
に
た
っ
て
で
あ
る
。
即
ち
縮
緬
生
産
に
お
け
る
原
料
糸
の
移
入
と
、
生
産
さ
れ

た
縮
緬
の
移
出
の
た
め
に
、
更
に
は
目
本
海
に
お
け
る
国
内
物
資
の
交
易
に
直
接
参
加
し
、
巨
利
を
博
せ
ん
と
し
て
商
業
と
廻
船
業

を
兼
営
す
ポ
巨
商
が
丹
後
国
与
謝
郡
岩
滝
村
を
中
心
に
現
わ
れ
て
来
て
か
ら
以
後
で
あ
る
。
お
よ
そ
近
世
に
お
げ
る
岩
滝
港
は
、
奥

丹
三
郡
へ
の
要
路
に
あ
た
り
、
早
や
く
か
ら
機
業
を
も
っ
て
世
に
知
ら
れ
、
精
巧
高
雅
な
岩
滝
縞
、
丹
後
縮
緬
の
生
産
地
と
し
て
栄

え
、
豪
商
富
家
櫛
比
し
、
「
丹
後
の
大
坂
」
と
す
ら
称
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
岩
滝
港
を
某
地
と
し
て
活
躍
せ
る
大
商
人

は
い
わ
ゆ
る
「
岩
滝
商
人
」
の
名
を
も
っ
て
乎
ぱ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
丹
後
縮
緬
機
業
界
に
お
い
て
は
、
そ
の
原
料
た
る
生
糸
を
遠
く
奥
羽
地
方
に
求
め
る
に
至
っ
た
た
め
、
こ
の
地
の
商
業
資
木

家
・
小
室
徳
蔵
、
糸
井
勘
助
等
は
何
れ
も
船
舶
を
有
し
て
之
が
運
搬
に
従
事
し
、
以
て
丹
後
機
業
地
企
般
に
供
給
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
岩
滝
の
名
は
「
夙
に
奥
羽
地
方
に
轟
き
て
強
大
な
る
勢
力
を
有
し
、
該
地
方
に
お
げ
る
生
糸
相
場
は
岩
滝
商
人
の
人
口
を
待

ち
て
始
め
て
定
ま
る
の
状
態
宛
一
と
、
同
村
誌
に
記
さ
れ
て
い
る
如
く
岩
滝
商
人
が
呆
海
沿
年
堕
に
大
誰
を
演
じ
て
い
る

　
　
近
世
に
お
け
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
（
一
三
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
（
二
二
八
）

の
で
あ
る
。
前
記
の
糸
井
勘
助
の
如
き
は
宮
津
藩
の
度
米
廻
漕
を
托
せ
ら
れ
、
庶
土
格
の
待
遇
を
受
け
、
更
に
田
辺
藩
（
今
の
舞
鶴
）

よ
り
飛
竜
丸
・
雲
竜
丸
の
二
隻
を
托
し
て
領
米
回
漕
の
任
を
依
托
せ
ら
れ
厚
遇
を
受
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
小
室
徳
蔵
も
亦
、
三
隻
の
船
舶
を
建
造
し
、
奥
羽
防
長
の
間
を
往
来
し
、
米
塩
の
売
買
を
開
始
し
、
（
天
保
三
年
）
爾
来
其
の
計
画

は
着
々
図
に
当
り
遂
に
船
舶
を
有
す
る
こ
と
十
三
隻
、
其
の
航
路
、
西
は
馬
関
を
経
て
大
阪
に
至
り
、
北
は
遠
く
千
島
、
樺
太
に
及

（
８
）
　
　
　
（
９
）

び
長
子
初
蔵
の
代
に
は
遂
に
三
十
八
隻
に
及
ぶ
船
舶
を
も
ち
日
本
海
に
お
け
る
商
権
の
七
八
分
を
独
占
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

　
か
か
る
岩
滝
港
に
お
け
る
廻
船
問
屋
と
岩
滝
商
人
の
巨
大
た
る
商
業
資
本
は
、
更
に
同
じ
宮
津
藩
領
た
る
奥
丹
の
網
野
地
帯
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

そ
の
商
業
圏
を
拡
大
移
植
し
、
っ
い
に
網
野
地
帯
に
お
け
る
縮
緬
機
莱
隆
盛
の
基
礎
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
。
今
日
竹
野
郡
地
方
の

縮
緬
機
業
発
展
の
か
げ
に
は
、
こ
の
近
世
に
お
げ
る
岩
滝
商
人
の
も
っ
て
い
た
商
業
資
本
の
力
が
大
い
に
与
か
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

　
こ
の
た
め
網
野
地
方
の
縮
緬
商
売
は
、
峰
山
、
加
悦
各
地
方
よ
り
も
ず
っ
と
後
れ
て
開
姶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
、
岩
滝
商
人
の
手
に
よ
る
丹
後
縮
緬
機
業
の
網
野
地
方
の
移
植
に
よ
っ
て
、
そ
の
巨
大
な
る
商
業
資
本
が
投
下
さ
れ

る
や
、
そ
の
原
料
糸
及
び
製
品
の
輸
出
入
の
点
に
お
い
て
、
地
理
的
に
絶
対
的
優
位
を
占
め
て
い
た
浅
茂
川
村
に
こ
れ
に
従
事
す
る

廻
船
業
老
が
生
れ
て
来
た
の
は
全
く
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
本
稿
の
資
料
と
し
て
と
り
上
げ
た
山
中
九

丘
ハ
衛
家
こ
そ
は
正
レ
く
そ
う
で
あ
っ
て
、
浅
茂
川
村
に
あ
っ
て
、
発
展
す
る
丹
後
縮
緬
機
業
を
背
景
に
し
、
物
資
輸
送
の
廻
船
業
と

商
業
を
兼
営
し
、
遂
に
地
方
切
っ
て
の
商
業
資
本
家
と
し
て
の
隆
盛
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
「
歴
史
と
地
理
」
第
二
十
二
巻
第
一
号
「
近
世
の
内
国
海
運
」
原
与
作
氏
、
昭
和
三
年
七
月

　
（
２
）
　
「
北
海
道
史
」
一
七
七
頁



．
（
３
）
　
本
多
利
明
「
経
済
秘
策
」
下

一
４
一
「
西
海
航
路
は
湊
喜
く
・
叉
雲
霧
も
－
す
し
、
然
れ
ど
克
月
考
は
海
荒
－
し
て
乗
り
が
人
一
し
、
東
露
は
湊
に
遠
く
し
て
雲
霧
嘉

く
朝
夕
に
方
向
を
章
叉
東
風
の
着
き
と
志
大
鷲
こ
れ
－
。
一
一
北
海
随
筆
一
と
あ
り
、
又
享
保
二
十
年
六
月
城
米
、
積
船
乗
組
人
員
を

　
定
め
た
時
に
も
、
東
廻
航
路
の
方
は
西
廼
航
路
の
方
よ
り
も
多
く
し
て
い
る
。
即
ち

　
　
　
廻
船
乗
組
人
数
「
甲
辰
雑
記
二
」
（
目
本
財
政
経
済
史
料
第
一
巻
三
百
五
十
七
頁
）

　
一
　
中
国
西
国
大
阪
廻
り

　
　
一
、
七
百
眉
拾
壱
人
拾
弐
人
　
　
但
船
頭
壱
人
揖
取
壱
人
其
外
水
主
炊
共

　
　
一
・
八
百
石
拾
弐
人
拾
三
人
　
　
一
、
九
百
石
拾
三
人
拾
四
人
　
　
一
、
　
一
千
石
拾
四
人
拾
五
人

　
　
一
、
東
海
廻
り

　
　
一
・
七
百
石
拾
三
人
　
　
一
、
八
百
石
拾
四
人
　
　
一
、
九
百
眉
拾
五
人
　
　
一
、
　
一
千
石
拾
六
人

　
と
あ
る
が
・
恐
ら
く
西
廻
航
路
に
比
べ
て
、
風
波
の
難
、
航
海
の
困
難
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
　
原
与
作
兎
「
近
世
の
内
国
海
運
」
「
歴
史
地
理
」
第
二
十
二
巻
第
三
号
四
十
九
頁

（
６
）
　
享
保
六
年
辛
丑
九
月
　
目
（
目
本
財
政
経
済
史
料
第
壱
巻
四
百
二
十
二
頁
～
三
頁
）

　
　
一
・
越
後
・
能
登
・
出
羽
・
奥
州
・
常
州
、
丑
御
物
成
、
東
海
廻
養
前
西
海
廻
之
儀
筑
前
屋
作
右
衛
門
一
差
配
申
付
候
間
、
書
面
之
直
段
を
以

　
　
作
右
衛
門
案
内
次
第
、
廻
船
無
レ
滞
可
二
差
出
一
候
、
尤
新
造
よ
り
七
年
迄
丈
夫
成
船
可
二
差
出
一
侯

　
　
一
、
越
後
、
能
登
、
出
羽
、
東
海
江
戸
廻
　
　
御
米
百
石
に
付
　
　
　
　
金
拾
九
両

　
　
　
　
是
は
来
寅
正
月
よ
り
三
月
十
五
目
迄
船
改
之
分

　
　
一
、
同
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
米
百
石
に
付
　
　
　
　
金
拾
八
両

　
　
　
　
是
は
来
寅
三
月
よ
り
四
月
廿
日
迄
船
改
之
分

　
　
近
世
に
淳
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
鶏
運
の
状
況
に
っ
い
て
一
足
立
一
　
　
　
　
　
　
七
一
一
三
九
一



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
（
一
四
〇
）

　
一
、
越
前
西
廻
り
江
戸
廻
　
　
　
　
　
　
　
　
御
米
百
石
に
付
　
　
　
　
金
拾
七
両
二
分

　
　
　
　
是
は
来
寅
正
月
よ
り
四
月
中
迄
船
改
之
分

（
７
）
　
京
都
府
与
謝
郡
岩
滝
村
誌
　
　
　
　
大
正
五
年
編
纂

（
８
）
　
「
徳
蔵
松
前
航
路
を
開
き
て
北
辺
の
遺
利
を
収
め
ん
と
欲
せ
し
も
、
当
時
松
前
藩
の
法
令
と
し
て
丹
後
船
の
入
港
を
厳
禁
せ
り
。
目
く
昔
丹
後

　
船
に
し
て
入
港
す
る
あ
ら
ん
か
必
ず
海
若
の
怒
に
触
れ
、
航
海
杜
絶
の
患
を
来
さ
ん
と
。
蓋
し
三
荘
大
夫
の
事
跡
に
基
因
せ
る
も
の
に
し
て
固
よ

　
り
一
の
迷
信
た
る
に
す
ぎ
ず
と
難
も
、
藩
法
の
禁
ず
る
所
犯
す
べ
か
ら
ず
為
に
空
し
く
数
年
を
経
過
し
、
深
く
遺
憾
と
す
る
所
な
り
し
が
、
遂
に

　
泉
山
御
用
船
に
掲
ぐ
る
も
の
に
し
て
、
黒
地
に
白
く
菊
花
御
紋
章
と
禁
裡
御
用
の
文
字
を
染
出
せ
る
も
の
、
該
旗
に
対
し
て
は
如
何
な
る
藩
法
も

　
礼
を
失
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
な
、
。
乃
ち
之
を
掲
げ
て
松
前
に
至
り
、
姦
に
初
め
て
積
年
の
希
望
を
達
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
（
岩
滝
村
誌
）
「
：
・

　
…
北
は
小
構
、
宗
谷
を
経
て
、
棒
太
に
至
り
、
東
は
厚
岸
、
根
室
を
経
て
択
提
に
及
び
た
り
き
、
是
れ
実
に
天
保
年
代
に
し
て
、
地
方
人
士
が
未

　
だ
夢
想
だ
、
及
ば
ざ
り
し
薪
天
地
に
早
や
く
も
氏
が
足
跡
を
印
し
て
そ
の
無
尽
の
宝
貨
は
其
の
手
に
よ
り
て
多
く
内
地
に
運
搬
せ
ら
れ
し
な
り
。
」

　
（
同
村
誌
）

（
９
）
　
「
徳
蔵
残
後
長
子
初
蔵
家
を
継
ぎ
益
次
事
業
を
拡
張
し
て
遂
に
三
十
八
隻
の
船
舶
を
操
縦
し
て
日
本
海
に
お
け
る
商
権
の
七
八
分
を
占
め
、

　
酒
固
の
本
間
馬
を
し
て
後
に
瞳
若
た
ら
し
め
た
り
。
」
（
同
村
誌
）

（
１
０
）
　
小
室
勘
助
「
進
ん
で
店
舗
を
京
都
に
開
き
次
第
に
信
用
を
収
め
て
益
六
発
慶
を
見
ん
と
す
る
に
際
し
、
不
幸
伊
勢
藤
の
破
産
に
遭
遇
し
て
一

　
大
打
撃
を
被
れ
り
、
伊
勢
藤
は
当
時
京
都
屈
指
の
両
替
店
に
し
て
広
く
誇
藩
の
金
方
を
勤
め
近
畿
地
方
の
預
金
も
亦
莫
大
な
額
に
上
り
屠
し
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
と
て
満
都
の
人
を
聾
動
せ
し
め
経
済
界
の
恐
慌
は
遠
近
に
波
動
を
及
ぼ
し
た
り
、
時
に
勘
助
も
郷
里
よ
り
の
委
托
販
売
代
金
一
万
六
百
四
十
余
両

　
を
預
金
し
云
々
」

（
ｕ
）
　
岩
滝
の
糸
問
屋
は
数
百
軒
の
掛
機
を
も
っ
て
い
た
。
丹
後
機
業
の
構
造
分
析
、
京
都
府
労
働
研
究
所
編

（
１
２
）
　
「
一
、
縮
緬
商
売
当
村
に
相
始
侯
節
は
宝
暦
年
中
よ
り
、
右
商
売
少
次
宛
渡
世
に
仕
候
処
其
湖
は
商
売
人
も
纏
か
事
故
、
機
屋
仲
間
規
定
と



申
事
も
無
之
、
家
而
己
第
一
に
仕
侯
処
弐
拾
ケ
年
以
前
よ
り
遣
友
商
売
人
も
多
く
繁
栄
仕
候
云
々

　
天
保
拾
年
亥
水
無
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
役
立
会
之
上
　
角
屋
九
平
治
作
レ
之
Ｌ

（
竹
野
郡
浅
茂
川
村
機
方
永
代
記
録
帳
）

三
　
山
中
九
兵
衛
家
の
由
来

　
丹
後
国
竹
野
郡
網
野
町
浅
茂
川
村
山
中
九
兵
衛
家
は
不
幸
天
保
十
一
年
子
二
月
廿
四
日
大
火
の
た
め
類
焼
を
う
け
、
折
角
伝
来
の

重
宝
全
部
灰
嬢
と
流
失
の
不
運
に
遭
遇
し
て
い
る
が
、
口
伝
墓
牌
並
に
現
在
の
過
去
帳
を
基
と
し
、
同
家
の
由
来
を
記
述
せ
る
主
意

（
１
）

書
に
よ
れ
ば
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
「
…
…
第
百
五
代
後
奈
良
天
皇
の
御
代
天
文
七
年
三
月
の
頃
、
我
祖
荒
川
隼
人
は
世
代
甲
斐
源
氏
之
末
蕎
也
。
其
当
時
甲
府
城
主
式
田
信
虎
公
、
仕

　
官
借
臣
に
列
す
。
然
る
に
主
君
信
虎
公
晩
年
に
及
び
意
行
不
穏
に
し
て
正
嗣
晴
信
（
鰍
劾
公
）
を
廃
し
、
其
弟
信
繁
を
立
て
ん
と
す
。
此
の
順
道
に
非
る

　
を
以
て
、
再
三
其
の
不
可
を
強
て
諌
言
し
た
る
に
、
更
に
不
容
却
て
大
に
主
君
の
憾
気
を
受
け
俸
腺
は
奪
取
せ
ら
れ
、
加
之
直
ち
に
宿
所
遣
放
之
命

　
に
遇
ひ
、
遺
憾
に
堪
え
ざ
り
し
が
如
何
せ
ん
、
君
臣
の
問
遂
に
拒
絶
し
難
く
、
薮
に
意
を
決
し
京
師
に
登
り
、
仕
官
之
煩
を
避
て
誇
国
修
業
の
難
を

　
実
践
し
年
月
を
経
て
、
木
津
郷
熊
谷
（
鰯
椛
辣
鰯
榊
甘
臓
捌
木
）
に
到
る
。
（
中
略
）
経
て
父
君
之
死
を
弔
ひ
、
遂
に
曽
祖
伝
来
の
武
を
擦
て
農
事
に
就
く
。

　
於
之
本
姓
荒
川
を
廃
し
、
山
中
と
改
め
、
九
兵
衛
と
称
す
。
叉
紋
所
は
丸
に
二
水
ｅ
た
り
し
を
鷹
の
羽
違
に
変
更
し
、
経
蹟
を
隠
す
。
（
以
下
略
）
１
」

　
と
あ
り
、
そ
の
始
祖
は
清
和
源
氏
の
末
奇
に
し
て
荒
川
姓
を
称
し
、
甲
府
城
主
武
田
信
虎
公
に
仕
え
て
い
た
が
主
君
の
逆
鱗
に
触

れ
、
遂
に
京
都
府
竹
野
郡
木
津
町
熊
谷
の
地
に
到
来
し
、
こ
の
地
に
お
い
て
帰
農
し
、
姓
名
を
山
中
九
兵
衛
と
改
め
て
い
る
。
そ
の

後
三
代
目
九
兵
衛
に
及
ん
で
、
現
住
の
地
竹
野
郡
網
野
町
浅
茂
川
村
に
居
を
転
じ
、
海
運
業
を
は
じ
め
、
廻
船
間
屋
を
経
営
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
廻
船
問
屋
創
始
者
の
九
丘
ハ
衛
が
現
山
中
家
第
一
代
の
九
丘
ハ
衛
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、

「
－
－
三
代
目
山
中
九
兵
衛
爾
緒
犠
の
初
代
一
に
奈
、
海
菱
を
警
せ
ん
と
欲
す
る
の
念
不
止
、
於
是
櫃
を
“
当
震
川
に
再
び
居
所
を

　
　
近
世
に
お
げ
る
日
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
遼
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
（
一
四
一
）

虹



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
（
一
四
二
）

　
転
じ
、
以
て
廻
船
業
を
開
始
し
、
」

　
と
あ
る
。
以
後
代
々
の
九
丘
ハ
衛
は
廻
船
業
に
従
事
し
、
商
業
を
兼
営
し
営
々
と
し
て
致
富
の
コ
、
．
ス
を
辿
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
さ
ぎ
に
も
述
べ
た
如
く
、
五
代
目
九
兵
衛
の
天
保
十
一
年
子
二
月
廿
四
目
に
。
至
り
、
同
村
三
浦
善
右
衛
門
方
よ
り
出
火
し
、
折

柄
未
曽
有
の
大
南
風
が
吹
き
募
っ
た
為
、
全
村
全
焼
の
大
難
に
遭
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち

「
天
保
十
一
年
子
二
月
十
四
目
一
驚
編
一
出
火
折
柄
未
曽
有
の
大
南
風
護
の
為
め
、
殆
ん
ど
当
区
全
焼
と
為
る
。
縫
に
祖
先
伝
来
の
重
宝
神
仏
身

諾
帳
簿
類
等
を
貿
船
一
雛
一
三
百
五
十
幕
の
伝
舟
に
積
込
み
、
川
下
に
繋
留
し
置
き
た
り
、
而
る
に
不
幸
に
し
て
強
風
の
為
め
縄
を
絶
て
伝
舟
は

　
見
る
見
る
内
に
大
海
中
へ
流
奔
し
、
遂
に
其
形
跡
を
認
る
事
能
わ
ず
。
満
載
の
物
晶
は
更
に
近
海
に
一
物
を
も
認
め
ず
、
全
く
流
失
の
悲
境
に
蓬
遇

　
す
此
の
時
伝
来
の
重
宝
神
仏
身
系
凶
類
悉
く
流
失
単
に
身
を
以
て
免
る
る
の
み
、
忽
ち
寝
食
す
る
に
一
物
も
た
か
り
き
、
親
類
知
己
の
恩
恵
を
受
た

　
り
。
実
に
千
載
一
遇
之
遺
憾
也
」

　
と
あ
り
、
祖
先
伝
来
の
財
宝
を
一
朝
に
し
て
類
焼
流
失
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
か
か
る
悲
運
に
陥
入
り
乍
ら
も
代
々
の

九
兵
衛
克
く
家
運
挽
回
に
こ
れ
努
め
、
日
本
海
に
お
げ
る
帆
船
海
運
に
１
お
け
る
活
躍
は
、
遂
に
幕
末
以
降
に
お
げ
る
網
野
地
帯
に
お

げ
る
縮
緬
機
業
の
発
展
を
背
景
に
し
て
、
縮
緬
商
業
と
帆
船
海
運
を
兼
営
し
、
こ
の
地
方
切
っ
て
の
商
業
資
本
家
と
な
り
、
豪
商
と

し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
浅
茂
川
村
に
残
る
堂
々
た
る
現
巨
宅
は
当
時
の
隆
盛
を
物
語
る
に
充
分
で
あ
り
、

屋
号
の
「
し
も
ち
」
を
、
今
も
な
お
町
の
人
は
「
お
お
し
も
ち
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
し
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
（
１
）
「
主
意
書
」
大
正
二
年
一
月
八
日
、
分
家
二
代
目
山
中
平
五
郎
の
口
伝
を
本
家
七
代
　
山
中
九
兵
衛
が
記
述
せ
る
も
の
で
あ
る
。
山
中
九
平
氏

　
　
所
蔵



　
　
　
　
　
四
　
廻
船
業
と
商
業
の
兼
営
に
よ
る
地
方
商
業
資
本
家
と
し
て
の
成
長

　
お
よ
そ
江
戸
時
代
に
お
け
る
廻
船
業
老
の
経
営
実
態
は
極
め
て
複
雑
多
岐
で
あ
っ
て
決
し
て
単
純
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

即
ち
純
粋
な
廻
船
業
老
も
あ
れ
ぱ
、
い
わ
ゆ
る
船
主
商
人
も
あ
り
、
ま
た
生
産
者
自
身
が
船
を
も
っ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
又
菱

垣
樽
両
廻
船
の
如
く
団
体
に
よ
る
組
織
的
な
定
期
航
路
の
経
営
が
あ
る
か
と
思
う
と
、
一
方
で
は
一
艘
単
位
の
小
規
模
経
営
も
あ
っ

た
。
船
主
に
１
し
て
も
自
分
の
持
船
に
一
家
替
族
の
者
と
乗
り
組
む
い
わ
ゆ
る
直
船
頭
、
或
は
自
前
船
頭
が
非
常
に
多
か
っ
た
一
方
、

数
十
艘
の
巨
船
を
擁
し
、
船
頭
を
雇
入
れ
（
沖
船
頭
）
自
ら
は
陸
に
あ
っ
て
指
揮
に
当
る
（
居
船
頭
）
い
わ
ぱ
資
本
家
的
経
営
老
も

少
く
は
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
純
粋
の
廻
船
業
と
、
自
己
の
船
舶
に
よ
る
商
取
引
と
の
関
係
も
必
ず
し
も
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
た
わ
げ
で
な
く
、
同
一
の
船

主
が
或
る
時
は
専
ら
他
人
の
商
品
輸
送
を
引
受
け
、
他
の
場
合
に
は
自
ら
の
取
引
商
品
を
舶
載
す
る
　
　
同
時
に
他
人
の
商
品
を
積

込
む
こ
と
は
勿
論
行
わ
れ
た
。
し
か
し
て
こ
の
よ
う
に
廻
船
業
が
商
業
か
ら
未
だ
分
離
し
な
い
彬
態
は
当
時
な
お
多
く
存
在
し
た
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
最
も
著
名
な
の
は
北
前
船
で
あ
っ
た
。
北
前
船
頭
は
自
己
の
危
険
と
計
算
に
お
い
て
、
春
に
は
米
を
買
入
れ
、
大

阪
に
１
運
ん
で
売
捌
き
、
戻
荷
と
し
上
方
の
産
物
を
仕
入
れ
て
越
後
・
出
羽
松
前
方
面
に
向
っ
て
売
却
し
、
秋
に
は
緋
粕
を
稜
載
し
て

再
び
上
方
に
廻
送
な
・
そ
し
て
こ
の
種
の
廻
船
に
よ
る
商
業
に
対
し
て
は
、
船
宿
が
そ
の
媒
介
機
撃
っ
と
め
た
こ
と
が
多
か
っ

章
　
元
来
日
本
海
沿
岸
に
は
大
な
る
船
持
が
多
く
、
彼
等
は
自
已
所
属
の
船
舶
で
も
っ
て
商
業
を
営
む
か
た
わ
ら
、
公
米
そ
の
他
一
般

の
貨
物
運
送
に
ム
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
の
一
代
の
巨
商
、
銭
屋
五
兵
衛
の
如
き
も
自
ら
年
々
青
森
で
十
万
両
以
上
の
米
穀

　
　
近
世
に
お
け
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
（
一
四
三
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
暑
）
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
（
一
四
四
）

を
買
入
れ
て
上
方
へ
輸
送
売
却
し
、
そ
の
他
材
木
・
生
糸
・
海
産
物
・
笠
等
の
間
屋
を
兼
営
し
っ
っ
、
加
賀
藩
の
廻
米
そ
の
他
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

商
品
の
輸
送
を
本
業
と
し
た
。
又
前
記
岩
滝
商
人
糸
井
勘
助
・
小
室
徳
蔵
等
の
如
き
も
そ
う
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
そ
の
中
心
を

な
す
山
中
九
兵
衛
の
廻
船
業
経
営
も
か
か
る
形
態
に
属
し
、
廻
船
業
と
商
業
と
を
兼
営
し
た
丹
後
国
浅
茂
川
村
の
巨
商
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
、
し
か
ら
ぱ
九
丘
ハ
衛
の
商
坂
引
と
廻
船
業
の
。
実
態
如
何
と
い
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
往
来
証
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
後
国
宮
津
浅
茂
川
村
　
九
平
船
　
沖
船
頭
　
　
平
　
治

　
丹
後
国
宮
津
浅
茂
川
村
九
平
船
壱
艘
沖
船
頭
平
治
船
頭
水
主
共
五
人
乗
此
者
共
宗
門
等
相
改
分
明
侯
此
度
為
商
売
致
渡
海
侯
津
々
改
御
番
所
無
滞
御

　
通
可
被
成
侯
　
価
往
来
証
文
如
件

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
伯
者
守
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
増
戸
藤
次
兵
衛
　
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
田
　
久
八
郎
　
＠

　
　
　
　
　
　
安
政
五
戊
午
年
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
六
浦
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
改
御
番
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
彼
は
宮
津
藩
主
か
ら
右
の
如
き
「
船
往
来
証
文
」
を
も
ら
い
う
げ
、
沖
船
頭
を
雇
入
れ
、
自
ら
は
陛
上
に
あ
っ
て
廻
船
業
兼
商
業

に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
帆
船
運
航
に
は
か
か
る
「
船
往
来
証
文
」
を
所
持
し
な
け
れ
ぱ
津
々
浦
々
船
改
番
所
の
通
過

を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
彼
の
持
船
は
恐
ら
く
数
艘
を
所
持
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
彼
が
廻
船
業
或
は
彼
臼
身
の
商
売
の
た
め
に
取
扱
っ
た
商
品
或
は
貨
物
及
び
彼
の
商
業
圏
箏
に
っ
い
て
は
、
次
の
如
き
文
書



げ
」
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
　
　
　
　
　
御
売
目
録

　
　
　
　
　
　
　
一
、
紅
染
縮
緬

　
　
　
　
　
　
　
一
、
板
〆
縮
緬

　
　
　
　
　
　
〆
四
拾
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
段
永
　
七
百
二
拾
匁
也

　
　
　
　
　
　
　
　
此
金
三
百
四
両
也

　
　
　
　
　
　
　
一
、
納
戸
縮
緬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
段
永
　
四
百
五
拾
六
匁
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
金
六
拾
八
両
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
　
四
拾
匁
也

　
　
　
　
　
　
　
一
、
無
地
紫
縮
緬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
段
永
　
五
百
拾
弐
匁
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
金
百
弐
拾
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
　
六
拾
匁

　
　
　
　
　
　
　
一
、
紫
板
〆
縮
緬

　
　
　
　
　
　
　
　
此
金
　
六
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
　
四
拾
六
匁
也

　
　
　
近
世
に
お
け
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
鷹
の
状
況
に
っ
い
て

（
足
立
）

三
拾
疋

拾
　
疋

拾
五
疋

弐
拾
疋

壱
　
疋

三
　
（
一
四
五
）



立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
吾
）

　
　
　
　
一
、
紺
友
仙

　
　
　
　
　
　
此
金
七
両
三
分
也

　
　
　
　
一
、
納
戸
友
仙

　
　
　
　
　
　
代
金
六
両
也

　
　
　
　
一
、
紅
縫
前

　
　
　
　
　
　
代
金
五
両
也

　
　
　
　
一
、
柾
金
入

　
　
　
　
　
　
代
金
五
両
壱
分
壱
朱
也

　
　
　
　
一
、
紺
金
入

　
　
　
　
　
　
代
金
六
両
弐
分
也

　
　
　
　
一
、
納
戸
金
入

　
　
　
　
　
　
代
金
六
両
也

　
　
　
　
一
、
紫
金
入

　
　
　
　
　
　
代
金
六
両
弐
分
也

　
　
　
　
一
、
帯
　
地

　
　
　
　
　
　
地
代
五
両
也

　
　
　
　
〆
金
五
百
三
拾
八
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
　
五
拾
二
匁
弐
分
五
厘

　
　
　
　
　
　
か
し
金
五
両
也
　
　
　
　
香
清
売
増
金

壱壱壱壱壱壱壱四

疋疋疋疋疋疋疋本

四
　
（
一
四
六
）

■



〆
金
五
百
四
拾
三
両

　
　
　
　
　
永
　
五
拾
弐
匁
弐
分
五
厘

　
　
　
内

一
金
拾
三
両

　
永
　
四
拾
六
匁
三
分
也

引
　
残

　
金
五
百
参
拾
両

　
　
　
　
　
永
　
五
匁
九
分
五
厘

　
　
か
し
金
弐
拾
弐
両
　
　
　
友
仙
染
　
弐
　
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
板
〆
　
壱
疋
代

〆
五
百
五
拾
弐
両
弐
分

　
　
　
　
　
永
　
五
匁
九
分
五
厘

右
之
通
売
払
代
金
銀
不
被
残
差
引
二
入
相
渡
相
済
申
処
如
件

　
寅
十
月
六
目

口
　
銭

越
前
屋

　
　
太
兵
衛

越
後
新
潟

　
　
越
前
屋

六
ノ
町
他
門

　
　
　
　
　
　
　
　
山
中
九
兵
衛
殿

　
右
の
文
書
は
、
丹
後
縮
緬
の
取
引
目
録
で
相
手
は
越
後
国
新
潟
の
越
前
屋
太
丘
ハ
衛
で
あ
る
。
紅
染
縮
緬
・
板
〆
縮
緬
．
納
戸
縮
緬

無
地
紫
縮
納
・
紫
板
縮
緬
・
紺
友
仙
・
納
戸
友
仙
・
紅
縫
前
・
紅
金
入
・
紺
金
入
・
納
戸
金
入
．
紫
金
入
．
帯
地
等
の
縮
緬
が
取
引

　
　
　
近
世
に
お
け
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
（
一
四
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
　
（
一
四
八
）

さ
れ
、
金
額
も
五
百
四
拾
両
に
上
り
、
越
前
屋
の
取
引
口
銭
は
拾
三
両
と
永
四
拾
六
匁
三
分
に
な
っ
て
い
る
。
九
丘
ハ
衛
は
廻
船
間
屋

を
経
営
し
て
い
る
関
係
で
丹
後
縮
緬
に
対
す
る
他
領
の
需
要
に
明
る
か
っ
た
た
め
に
、
、
彼
の
根
拠
地
浅
茂
川
村
を
中
心
と
す
る
網
野

地
方
一
帯
か
ら
織
り
出
さ
れ
て
来
る
丹
後
縮
緬
を
越
後
新
潟
方
面
へ
送
り
出
し
、
そ
の
利
益
を
襲
断
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

な
お
宮
津
藩
に
お
げ
る
丹
後
縮
緬
の
販
路
に
つ
い
て
は
、
文
化
五
年
加
悦
谷
機
屋
行
事
の
藩
庁
へ
の
報
告
に
も
京
問
屋
八
軒
、
即

ち
丹
後
屋
幸
次
郎
、
日
野
屋
吉
右
衛
門
、
越
後
屋
喜
右
衛
門
、
丹
後
屋
市
郎
右
衛
門
、
美
濃
屋
忠
右
衛
門
、
一
文
字
屋
甚
左
衛
門
、

丸
岡
屋
定
之
助
、
井
筒
屋
源
丘
ハ
衛
等
八
名
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
当
初
は
全
く
京
間
屋
の
独
占
的
支
配
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る

が
幕
末
に
至
っ
て
、
地
元
商
業
資
本
の
成
長
と
蓄
積
は
、
遂
に
領
主
と
手
を
握
っ
て
、
京
間
屋
の
独
占
的
支
配
を
打
破
し
、
原
料
糸

購
入
と
販
路
確
保
の
両
面
か
ら
、
機
屋
を
自
分
の
支
配
下
に
お
こ
う
と
し
て
、
地
元
の
糸
縮
緬
問
屋
が
廻
船
問
屋
を
兼
営
す
る
彩
態

を
も
っ
て
出
現
し
て
来
た
。
前
述
の
小
室
徳
蔵
・
糸
井
勘
助
等
を
初
め
と
す
る
岩
滝
商
人
が
そ
れ
で
あ
り
、
山
中
九
兵
衛
も
又
そ
の

う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
更
に
彼
は
縮
緬
以
外
に
諸
種
の
商
品
を
取
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即

ち
例
証
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
（
６
）

「
御
売
目
録
」

一
、
空
　
豆

　
十
壱
頁
八
百
匁
　
十
一
頁

〆
四
拾
六
頁
四
百
目

　
此
石
〆
壱
石
宅
斗
六
升

十
三
頁
　
十
頁
六
百
匁

四
　
俵



　
　
直
段

代
金
三
両

三
匁
三
分
が
へ

八
拾
弐
匁
八
分

　
　
内

一
、
永
拾
三
匁
三
分
九
厘

一
、
弐
匁
弐
分
五
厘

　
弐
〆
永
拾
五
匁
六
分
四
厘

残
而
金
三
両

　
　
　
　
六
拾
七
匁
三
分
六
厘

右
通
り
御
売
払
代
金
差
引
二
入
相
済
申
処
依
如
件

　
丙
十
月
廿
四
目

　
　
　
　
山
中
平
治
殿

　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
　
　
　
「
御
売
目
録
」

　
　
　
　
一
、
全
印
蟻

　
　
　
　
　
正
味
〆
百
五
十
五
頁
六
百
拾
目

　
　
　
　
　
　
　
直
段
　
壱
頁
百
目
　
が
へ

近
世
に
お
げ
る
日
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て

（
足
立
）

諾
遣
〆

運
送
賃

高
山
屋

　
　
徳
左
ヱ
門

越
後
新
潟

高
山
屋

金
銀
不
用

拾
匁
入

一
七
　
（
一
四
九
）

＾ム



立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
号
）

　
　
　
　
　
代
金
百
拾
九
両

　
　
　
　
　
　
　
永
　
七
拾
匁
也

　
　
　
　
一
、
不
印
蛾

　
　
　
　
　
正
味
〆
七
拾
九
貫
弐
百
六
拾
目

　
　
　
　
　
　
　
直
段
　
壱
頁
三
百
五
拾
匁
　
が
へ

　
　
　
　
　
代
金
　
五
拾
八
両

　
　
　
　
　
　
　
永
　
七
拾
壱
匁
壱
分
壱
厘
也

　
　
　
　
〆
金
百
七
拾
八
匁

　
　
　
　
　
　
　
　
永
　
四
十
壱
匁
壱
分
壱
厘

　
　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
一
、
永
三
百
五
拾
六
匁
八
分
弐
厘
　
　
　
伸
買
弐
分
取

　
　
　
　
引
而
金
百
七
拾
四
両

　
　
　
　
　
　
　
　
永
　
八
拾
四
匁
弐
分
九
厘

　
　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
一
、
永
四
百
升
七
匁
壱
分

　
　
　
　
一
、
九
匁
六
分
四
厘

　
　
　
　
小
〆
永
四
百
四
十
六
匁
七
分
四
厘

　
　
　
　
残
而
金
百
七
拾
両

　
　
　
　
　
　
　
　
永
　
三
拾
七
匁
五
分
五
厘

五
匁
入

諾
遣
シ
候

庭
　
　
銀

一
八
　
（
一
五
〇
）



右
之
通
御
売
代
金
差
引
二
入
相
済
申
処
依
而
如
件

　
明
治
六
年
丙
十
月
廿
四
目

高
山
屋

　
徳
左
ヱ
門

越
後
新
潟

高
山
屋

金
銀
不
用

　
　
　
　
　
　
　
中
山
平
治
殿

　
右
の
文
書
例
一
は
空
豆
四
俵
の
取
引
で
あ
り
、
「
文
書
例
二
」
は
蟻
の
取
引
で
あ
る
。
蝦
の
取
引
金
額
は
合
計
百
七
拾
八
両
と
永
銀

四
十
壱
匁
壱
分
壱
厘
あ
る
如
く
相
当
量
の
蟻
が
売
買
さ
れ
て
い
る
。
叉
当
時
の
仲
買
の
口
銭
は
弐
分
で
、
永
銀
三
百
五
十
六
匁
八
分

弐
厘
が
仲
買
の
手
に
渡
っ
て
い
る
。
燈
火
用
蟻
の
生
産
は
徳
川
時
代
に
な
っ
て
漸
次
盛
ん
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
中
期
以
降
に
於

て
は
重
要
産
業
た
る
の
地
位
を
占
め
る
に
至
り
、
配
給
機
関
と
し
て
蟻
燭
商
、
蟻
燭
間
屋
等
が
勃
興
し
た
が
、
多
く
は
藩
営
専
売
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

法
の
下
に
統
制
せ
ら
れ
、
且
っ
商
人
資
本
は
大
方
こ
れ
ら
藩
営
事
業
と
結
び
っ
い
て
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
彼
、
九
丘
ハ
衛
が
自
己
の

船
航
を
利
用
し
て
こ
れ
等
の
諸
商
品
を
新
潟
の
高
山
屋
へ
運
搬
し
、
委
託
販
売
し
た
こ
と
は
こ
の
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る

所
で
あ
る
が
、
そ
の
仕
入
先
に
つ
い
て
は
、
果
し
て
鳥
取
・
山
口
・
宇
和
島
等
の
西
南
諸
国
で
あ
っ
た
の
か
、
或
は
大
坂
か
ら
の
戻

荷
と
し
て
の
仕
入
商
品
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
恐
ら
く
は
大
阪
、
或
は
鳥
取
等
か
ら
の
仕
入
品
で
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ

る
。　

　
　
　
　
（
９
）

　
　
　
　
　
　
覚

　
　
　
　
　
　
一
、
三
盆
太
白
　
　
四
拾
構
　
　
犬
坂
八
門
利
よ
り
送
り
申
彼
分

　
　
　
　
　
　
　
此
前
金
三
百
五
拾
両
也
　
　
　
引
換
候
也
八
月
半
元
飛
敷
共
局
壱
五

　
　
近
世
に
お
け
る
日
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
っ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
（
二
皿
一
）



立
命
敏
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
暑
）

　
　
　
　
右
之
通
預
置
書
面
之
引
換
金
三
百
五
拾
両
也
御
手
形
利
七
郎
殿
へ
相
渡

　
　
　
　
候
分
取
替
申
所
実
正
也

　
　
　
　
遣
而
売
捌
次
第
仕
切
勘
定
可
仕
候
　
以
上

越
後
新
潟

　
越
前
屋

六
ノ
町
他
門

二
〇
　
（
一
五
二
）

越
前
屋
太
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
山
中
九
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
御
代
利
兵
衛
殿

　
右
の
文
書
は
九
丘
ハ
衛
が
前
記
越
後
新
潟
商
人
の
越
前
屋
に
「
三
盆
太
白
四
拾
樽
」
の
砂
糖
を
委
托
販
売
し
て
い
る
文
書
で
あ
る
。

仕
入
先
は
大
阪
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
売
捌
立
替
前
金
三
百
五
拾
匁
に
は
月
壱
分
五
厘
の
金
利
が
つ
い
て
い
る
。
当
時
の

商
取
引
慣
習
を
知
る
上
に
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

　
　
乍
恐
獅
屈
奉
申
上
口
上
党

　
私
船
越
後
新
潟
江
下
り
候
積
り
に
て
鉄
刃
金
白
木
綿
古
銅
等
積
入
候
得
共
折
節
不
快
二
而
私
儀
者
罷
下
り
た
か
が
た
私
替
り
に
間
人
村
清
兵
衛
与
申
者

　
相
頼
五
月
廿
七
目
浅
茂
川
村
出
船
順
々
眠
下
り
候
処
当
月
朔
目
能
州
輪
嶋
七
ツ
嶋
辺
二
而
茂
　
御
座
候
哉
蓬
難
風
乗
組
一
同
色
次
相
働
侯
得
共
風
雨

　
烈
敷
殊
二
夜
中
地
方
一
向
不
相
分
船
磯
辺
江
楓
上
暫
時
二
船
打
砕
ケ
候
二
付
上
陸
仕
地
元
村
役
人
能
州
鳳
玉
郡
池
田
村
肝
煎
江
相
属
侯
処
人
足
数
拾

　
人
被
差
出
荷
物
井
舟
具
舟
津
取
揚
貰
ひ
右
取
揚
物
早
六
当
月
九
目
迄
二
売
捌
十
二
日
彼
地
出
立
同
廿
二
日
帰
村
仕
侯
船
往
来
御
証
文
之
義
者
大
切
二

　
持
帰
候
二
付
此
度
御
上
納
仕
候
右
之
段
乍
恐
御
属
奉
申
上
候
以
上

　
　
卯
六
月
廿
四
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浅
茂
川
村



船
主
　
九
兵
衛

同
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
右
ヱ
門

　
更
に
。
又
右
の
一
札
は
九
兵
衛
の
持
船
が
難
破
し
た
時
の
文
書
で
お
る
が
、
そ
の
積
荷
と
し
て
鉄
．
刃
金
．
白
木
綿
、
古
銅
等
を
積

込
み
・
越
後
新
潟
に
下
り
、
商
売
せ
ん
と
し
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
に
虐
れ
る
。
こ
れ
等
の
諸
商
品
皐
は
り
、
大
阪
か
ら
の
戻

荷
と
し
て
買
入
れ
、
北
陸
方
面
に
販
売
せ
ん
工
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
一
馳

　
　
　
　
　
　
　
一
、
金
弐
百
五
拾
両
也
　
　
　
　
寅
十
月
迄
預
り
金

　
　
　
　
　
　
　
一
、
金
拾
八
両
三
分
也
　
　
　
　
右
十
月
よ
り
五
月
半
迄
七
ヶ
月
半
利
足

　
　
　
　
　
　
〆
金
弐
百
六
拾
八
両
三
分
也

　
　
　
　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
雲
殿
よ
り
利
七
郎
殿

　
　
　
　
　
　
　
一
、
金
弐
百
五
拾
両
也
　
　
　
　
御
為
替
二
而
手
形
御
振
向
二
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
川
四
郎
右
衛
門
殿
二
相
渡
候

　
　
　
　
　
　
引
テ
金
拾
八
両
三
分
也

　
　
　
　
　
　
　
右
残
金
此
度
利
七
郎
殿
差
引
二
入
相
渡
相
済
被
下
候
也

　
　
　
　
　
　
　
卯
九
月
朔
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
前
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
後
新
波

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
兵
衛
　
越
前
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
町
他
門

　
　
　
近
世
に
お
け
る
巨
本
海
沿
岸
の
帆
般
航
違
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
（
一
亙
三
）

”

虹



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
暑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
一
五
四
）

　
　
　
　
　
　
　
山
中
九
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
御
代
利
七
郎
殿

　
更
に
右
の
文
書
は
、
前
記
越
前
屋
と
の
取
引
に
お
げ
る
清
算
勘
定
の
覚
書
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
れ
等
の
文
書
の
諸
例
芥
よ
っ
て

九
兵
衛
が
大
阪
か
ら
の
帰
り
に
は
、
辰
荷
物
と
し
て
大
阪
、
西
南
諸
国
及
び
地
元
等
か
ら
、
縮
緬
、
砂
糖
、
蟻
、
空
豆
、
木
綿
、

鉄
、
刃
金
、
古
銅
等
数
多
く
の
諸
商
品
を
仕
入
れ
て
積
込
み
、
新
潟
商
人
と
結
ん
で
、
こ
れ
等
諸
商
品
の
委
托
販
売
を
新
潟
で
行
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
上
り
貨
物
と
し
て
は
何
れ
も
当
時
の
廻
漕
の
花
形
た
る
米
穀
を
主
と
し
て
、
他
に
大
豆
、
菜
種
、
荏
油
等
の
諸
商
品
が
見
え
る
。

九
兵
衛
が
漕
運
し
た
米
穀
が
蔵
米
で
あ
っ
た
か
、
納
屋
米
で
あ
っ
た
か
は
文
書
に
よ
っ
て
は
明
確
に
な
し
得
な
い
所
で
あ
る
が
一
そ

の
何
れ
を
も
取
扱
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
越
前
越
後
の
北
国
米
の
う
ち
、
時
に
は
そ
の
蔵
米
の
回
漕
を
請
負
い
、
時

に
は
そ
の
納
所
米
を
買
請
げ
て
、
回
漕
と
販
売
を
自
己
資
本
で
行
っ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
次
の
文
書
は
米
四
百
俵
を
積
載

し
た
彼
の
舟
が
、
能
登
国
大
木
之
湊
を
二
月
晦
日
に
出
帆
し
て
二
月
三
目
に
国
湯
島
で
難
破
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
蔵
米
の

回
漕
船
で
あ
っ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

　
　
　
　
　
　
乍
恐
奉
願
上
口
上
覚

　
一
、
船
壱
艘
米
四
百
俵
積
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浅
茂
川
村
九
兵
衛
船
　
直
船
頭
五
人
水
主
共

　
右
者
当
二
月
晦
日
前
書
之
俵
数
積
能
登
国
大
木
之
湊
出
帆
仕
二
月
二
日
下
り
風
二
而
国
湯
嶋
江
入
船
相
懸
リ
居
候
処
風
手
恐
敷
翌
三
日
夜
酉
刻
破
損

　
仕
候
尤
船
頭
水
主
共
壱
人
茂
怪
我
無
街
座
候
委
綱
之
義
ハ
瑛
よ
り
取
調
可
奉
申
上
候
乍
恐
右
之
段
御
属
奉
申
上
候
　
以
上

　
　
辰
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浅
茂
川
村
庄
屋



弥
三
右
ヱ
門

　
　
　
梶
川
作
右
ヱ
門
様

　
　
　
　
中
村
芳
助
様

と
こ
ろ
が
文
政
十
二
年
四
月
の
難
破
船
及
び
、
天
保
十
五
年
二
月
の
難
破
磐
は
何
れ
姦
自
身
の
商
業
資
本
で
墨
っ
た
商
売

用
の
私
米
が
積
載
さ
れ
て
い
た
。
即
ち

　
　
「
右
丹
後
国
浅
茂
川
村
直
霧
頭
利
左
衛
門
水
主
共
七
人
乗
一
一
而
千
八
拾
俵
越
後
国
崇
沼
湊
御
買
積
震
四
月
二
目
彼
地
竃
帆
云
表
」
一
姦

　
　
　
　
（
１
３
）

　
十
一
一
年
四
月
）

　
　
「
丹
後
国
宮
津
蓬
川
村
九
兵
衛
沖
船
翠
六
等
五
人
乗
組
越
後
新
潟
一
而
白
米
四
斗
入
百
八
拾
六
俵
同
五
斗
入
六
拾
隻
一
一
口
米
弐
拾
五
俵
、
長

岡
大
豆
六
斗
入
六
拾
八
俵
・
同
高
大
豆
一
一
斗
入
三
拾
五
俵
、
菜
種
六
斗
入
五
拾
八
臥
荏
油
四
斗
入
震
、
同
弐
斗
入
五
醤
積
仕
泰
能
州
小
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
一

　
浦
迄
帆
登
云
々
」
（
天
保
十
五
年
二
月
晦
目
）

又
右
の
文
書
に
よ
っ
て
彼
の
登
り
の
一
船
理
彼
が
墨
っ
て
積
載
し
た
諸
商
品
、
及
び
そ
の
数
量
の
お
よ
そ
言
か
が
う
こ
と

が
出
来
る
・
更
纂
載
し
た
米
は
玄
米
に
限
ら
ず
白
米
茎
っ
な
一
と
は
注
目
す
べ
き
事
実
で
雲
。
何
は
圭
荒
、
九
丘
一
衛
の

廻
船
業
は
商
業
を
兼
営
し
て
お
り
、
そ
の
登
り
、
下
り
の
船
に
積
込
ん
だ
諸
貨
物
に
よ
っ
て
、
当
時
の
日
本
海
沿
岸
に
お
げ
る
商
品

流
通
の
具
体
的
な
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
膏
、
同
時
に
幕
末
期
の
丹
後
地
方
に
淳
る
商
業
資
本
家
の
勃
興
地
方
商

業
資
本
の
蓄
積
と
成
長
－
が
都
市
商
業
資
本
と
対
抗
し
、
日
本
海
沿
岸
航
運
簑
い
て
活
躍
せ
る
葵
を
窺
う
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。

註
（
１
）
　
富
永
茄
治
兵
「
江
戸
時
代
の
海
運
業
」
経
済
学
雑
誌
第
四
巻
第
六
号
（
昭
和
十
四
年
）

　
（
２
）
　
竹
越
与
三
郎
氏
著
「
目
本
経
済
史
」
第
八
巻
三
六
八
頁

　
　
　
近
芝
淳
る
日
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て
一
足
立
一
　
　
　
　
　
　
三
一
二
一
五
五
一



　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
（
一
五
六
）

（
３
）
　
鏑
木
勢
岐
氏
著
「
銭
屋
五
兵
衛
」
三
十
一
頁
、
三
十
六
頁
（
昭
和
二
年
）

（
５
）
　
沖
船
要
と
は
近
世
、
廻
船
所
有
者
却
ち
居
船
頭
に
対
し
て
、
実
際
廻
船
に
座
乗
し
て
、
舟
の
操
縦
を
直
接
指
捧
す
る
も
の
で
、
彼
等
は
荷
物

　
の
輸
送
に
つ
い
て
非
常
な
る
威
信
を
有
し
、
身
元
確
実
な
も
の
で
あ
っ
た
。
（
日
本
経
済
史
辞
典
二
一
九
頁
参
照
）

（
４
）
（
６
）
（
７
）
（
９
）
（
１
０
）
（
ｎ
）
（
１
２
）
（
１
３
）
（
１
４
）
山
中
九
平
氏
所
蔵

（
８
）
　
日
本
経
済
史
辞
典
　
一
七
〇
〇
頁

五
　
帆

船
の
建
造

　
江
戸
時
代
に
一
般
に
建
造
さ
れ
た
商
船
の
大
き
さ
は
二
拾
石
乃
至
三
拾
石
積
の
小
規
模
な
川
船
を
除
げ
ぱ
、
そ
の
初
期
に
於
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

二
百
五
拾
石
乃
至
二
、
四
百
石
積
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
幕
府
が
寛
永
十
二
年
五
百
石
以
上
の
巨
船
を
作
る
こ
と
を
禁
じ
、
　
（
こ

の
禁
令
は
数
年
を
経
な
い
寛
永
十
五
年
の
商
船
に
彼
っ
て
解
禁
し
、
商
品
流
通
の
増
大
に
順
応
し
て
い
る
）
船
に
竜
骨
を
用
い
る
を

禁
じ
、
二
本
以
上
の
榴
を
立
て
る
こ
と
を
禁
じ
た
た
め
、
こ
れ
等
の
禁
令
に
順
応
し
て
建
造
せ
ら
れ
た
船
舶
は
大
海
を
横
ぎ
る
こ
と

は
不
可
能
で
、
凡
べ
て
海
岸
線
の
屈
曲
を
追
う
て
出
入
し
、
諸
処
に
寄
港
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
も
禁
令
解
除
後
も
五
百
石
積

以
上
の
船
舶
は
幕
府
の
特
別
許
可
を
得
た
も
の
に
し
か
所
持
使
用
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
、
普
通
の
廻
船
は
五
百
石
積
以
下
、

一
本
マ
ス
ト
、
何
反
帆
と
い
う
船
の
み
で
あ
っ
た
。
而
し
て
沿
岸
航
路
に
あ
っ
て
は
、
む
し
ろ
五
百
石
積
以
下
の
方
が
難
破
の
危
険

；
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

ガ
少
く
　
円
本
海
に
面
し
た
小
さ
な
港
に
船
が
か
り
し
て
廻
船
業
や
商
業
を
営
む
に
は
此
の
方
が
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
今

日
本
海
に
面
し
た
宮
津
藩
領
内
の
大
小
船
数
の
文
久
年
間
に
お
げ
る
調
査
を
合
計
す
れ
ぱ
、
大
船
（
拭
叶
蝸
鰍
）
十
八
艘
、
中
船
（
触
叶
禍

淀
針
石
）
五
十
艘
、
小
船
（
喧
対
柵
醐
鮒
）
千
二
百
五
十
六
艘
都
合
千
三
百
二
十
四
艘
と
な
り
、
如
何
に
小
型
帆
船
が
利
用
さ
れ
て
い
た
か
が



　
　
　
　
（
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

明
ら
に
さ
れ
る
。
な
お
前
述
の
岩
滝
商
人
の
基
地
岩
滝
村
は
大
船
十
一
艘
、
中
船
十
二
艘
、
小
舟
七
艘
を
も
っ
て
お
り
　
宮
津
領
内

の
大
船
の
三
分
の
二
は
岩
滝
商
人
の
手
に
あ
り
、
彼
等
が
如
何
に
丹
後
縮
緬
機
業
を
背
景
．
に
し
て
糸
．
縮
緬
商
に
、
或
は
廻
米
を
中

心
と
す
る
巨
本
海
の
物
資
交
流
の
廻
船
業
に
お
い
て
活
躍
し
て
い
た
か
が
偲
ぱ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
浅
茂
川
村
に
お
げ
る
九
丘
ハ
衛
も
再
三
の
難
破
に
よ
っ
て
莫
大
な
損
失
を
被
り
な
が
ら
も
、
失
わ
れ
て
い
く
帆
船
を
補
う
た
め
、

幾
度
か
船
を
建
し
て
い
る
の
で
ポ
る
。

「
例
一
」

　
　
　
　
（
４
）

「
船
玉
上
廻
之
事
」

一
、
銀
三
頁
九
百
目
也
　
　
　
　
但
シ
惣
檜
木
包
習
か
ざ
り
共

　
　
内
金
子
六
両
入
金
受
取
申
候

右
之
通
上
廻
り
作
事
一
切
請
合
申
侯
所
実
正
明
白
二
御
座
侯
然
ル
上
者
当
十
二

月
限
り
無
滞
出
来
相
渡
可
申
侯
為
後
日
之
拝
書
一
札
価
而
如
件

　
寅
　
九
月
吉
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
居
山
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
後
屋
　
新
兵
衛
＠

　
浅
茂
川

　
　
山
中
九
兵
衛
様

　
　
　
　
「
例
二
」

近
世
に
お
げ
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
蓮
の
状
況
に
つ
い
て

（
足
立
）

二
五
　
（
一
五
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
　
　
「
船
玉
壱
捜
請
取
拝
書
之
事
」

　
　
　
　
一
、
弐
百
弐
拾
石
米
積

　
　
　
　
　
か
わ
羅
（
航
屠
）

か
　
た

あ
　
し
板
歩

津
な
板

横
も
の

（
肩
）

（
深
さ
）

　
上
ま
わ
り

　
道
や
ぐ
ら

　
三
ツ
道
具

釘
目
形

　
か
わ
ら
縫

　
お
も
起
か
い
打

　
い
た
ぬ
い

　
か
し
ら
釘

　
か
す
が
い

此
代
銀
拾
頁
六
百

　
壱
　
捜

三
丈
三
尺
五
寸

壱
丈
五
尺

四
尺
六
寸

弐
寸
八
歩
正
味

正
味
三
寸
四
分

惣
げ
や
ぎ

惣
ひ
の
き

付
と
も

百
五
拾
目

百
三
拾
目

六
拾
五
匁

百
三
拾
五
匁

五
拾
五
匁

二
六
　
（
一
五
八
）

■



内

銀
六
百
五
拾
目
　
　
　
　
　
手
附
銀
受
取

右
者
船
玉
壱
艘
仰
付
被
下
蹟
二
請
合
申
処
実
正
明
白
二
御
座
侯
然
ル
上
ハ
造
渡
之
儀

ハ
当
九
月
迄
二
無
間
違
相
渡
可
申
候
為
後
日
之
船
玉
受
合
拝
書
一
札
依
而
如
件

　
末
三
月
吉
日

大
工
　
長
次
郎
＠

湊
村
徳
太
郎
＠

■

山
中
九
兵
衛
殿

「
例
三
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
　
　
「
請
合
申
舟
玉
拝
書
之
事
」

　
　
　
　
一
、
百
八
拾
石
積

　
　
　
　
　
か
わ
ら
（
航
居
）

　
　
　
　
　
か
　
多
（
肩
）

　
　
　
　
　
あ
　
志
（
深
さ
）

　
　
　
　
　
板
　
歩

　
　
　
　
　
津
な
板

　
　
　
　
　
横
　
物

　
　
　
　
　
上
ま
わ
り

近
世
に
お
け
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て

　
　
　
壱
　
艘

　
　
三
丈
弐
尺

　
　
壱
丈
四
尺

　
　
四
　
尺

　
　
寄
八
分
掛

　
　
三
寸
四
分
掛

　
　
物
け
や
き

　
　
物
ひ
の
き

（
足
立
）

二
七
　
（
一
五
九
）



立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
号
）

　
　
　
　
　
三
ツ
道
具
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共

　
　
　
　
　
道
屋
ぐ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
付

　
　
　
　
釘
目
形

　
　
　
　
　
か
わ
ら
ぬ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
四
拾
目

　
　
　
　
　
お
も
き
か
い
打
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
弐
拾
目

　
　
　
　
　
板
ぬ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
拾
目

　
　
　
　
　
頭
釘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
弐
拾
五
目

　
　
　
　
　
か
す
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
拾
目

　
　
　
　
此
　
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
銀
七
貫
五
百
目
也

　
　
　
　
　
内
金
拾
両
　
　
　
　
入
銀
受
取
申
侯

　
　
　
　
　
　
右
者
舟
玉
仰
付
被
下
瞳
．
一
請
合
申
所
実
正
明
自
也
然
然
ル
上
者
来
ル
十
壱
月
ま

　
　
　
　
　
　
で
に
無
相
違
作
り
立
船
渡
シ
可
申
侯
為
後
日
之
受
合
申
舟
玉
拝
書
依
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
戊
五
月
二
四
目

津
屠
村
大
工

証
　
人

二
八
　
（
一
六
〇
）

新
壱
郎
　
＠

長
次
郎

浅
茂
川
村

　
山
中
九
兵
衛
様



　
「
例
一
」
は
船
舶
の
上
廻
り
の
修
繕
請
負
の
一
札
で
あ
り
。
「
例
二
」
、
「
例
三
」
は
帆
船
建
造
の
場
合
の
請
負
契
約
書
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

の
時
彼
の
建
造
し
た
船
の
大
き
さ
は
、
二
百
二
拾
石
稜
が
一
艘
と
、
百
八
拾
石
積
が
一
艘
で
あ
り
、
価
格
は
前
者
が
銀
拾
貫
六
百

匁
、
後
者
が
銀
七
貫
五
百
匁
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
こ
れ
等
文
書
は
当
時
の
船
大
工
の
船
玉
（
船
舶
の
こ
と
）
を
請
負
っ
た
場
合
の

契
約
様
式
を
知
る
上
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
資
料
と
、
先
に
述
べ
た
難
破
の
船
舶
（
文
政
十
二
年
四
月
難
破
Ｈ
米
千
八

拾
俵
積
込
、
天
保
十
五
年
二
月
晦
目
難
破
Ｈ
白
米
四
斗
入
百
八
拾
六
俵
五
斗
六
拾
俵
、
三
口
米
弐
拾
五
俵
大
豆
六
斗
入
六
拾
八
俵
、

同
高
大
豆
六
斗
入
三
拾
五
俵
菜
種
六
斗
入
五
拾
八
俵
、
荏
油
六
樽
）
の
積
載
量
か
ら
考
察
す
る
に
彼
が
所
有
し
て
い
た
船
舶
の
大
き

さ
は
、
大
は
五
百
石
積
位
か
ら
小
は
二
百
石
稜
前
後
の
も
の
を
数
隻
所
有
し
て
廻
船
業
を
営
み
、
商
業
を
兼
営
し
て
日
本
海
沿
岸
を

東
奔
西
走
し
て
活
躍
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
こ
れ
等
船
舶
の
建
造
期
問
に
は
何
れ
も
半
年
を
要
し
て
い
る
こ
と
が
契
約
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
竹
越
与
三
郎
著
「
日
本
経
済
史
」
巻
八
、
二
九
二
頁

　
（
２
）
　
樋
畑
雪
湖
著
「
江
戸
時
代
の
交
通
文
化
」
五
四
〇
頁

　
（
３
）
　
与
謝
郡
誌
（
上
）
二
六
五
頁
～
二
六
七
頁

　
（
４
）
（
５
）
（
６
）
　
中
山
九
平
兵
所
蔵

　
（
７
）
　
商
船
三
拾
石
積
か
ら
千
石
積
に
至
る
構
造
の
大
き
さ
は
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
数
一
航
居
一
ヵ
ワ
ラ
の
丈
一
　
　
一
深
サ
一
揖
　
　
　
　
サ
尋
繍
纐
雄
蛉
駕
叡
き
さ

三
十
石
積

四
十
石
〃

四
尋
二
尺
五
寸

四
尋
四
尺

二
尺
二
寸

二
尺
四
寸

壱
丈
二
尺

壱
丈
二
尺
七
寸

碇
百
貫
位
の
も
の
一
頭

苧
綱
　
壱
房
　
長
九
十
尋

近
世
に
お
け
る
日
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）

二
九
　
（
一
六
一
）

肌

＾山

■
臨



立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
号
）

五
十
石
〃

六
十
石
〃

七
十
石
〃

八
十
石
〃

九
十
石
〃

百
石
〃

二
百
石
〃

三
百
石
〃

四
百
石
〃

五
百
石
〃

六
百
石
〃

七
百
石
〃

八
百
石
〃

九
百
石
〃

千
石
積

五
　
　
　
尋

五
尋
一
尺
五
寸

五
尋
三
尺

五
尋
四
尺
五
寸

六
　
　
　
尋

六
尋
五
寸

六
尋
四
尺

七
尋
一
尺
七
寸

七
尋
三
尺

八
尋
五
寸

八
尋
二
尺

八
尋
三
尺

八
尋
四
尺

四
尋
四
尺
五
寸

九
　
　
　
尋

八
尺
三
寸

八
尺
七
寸

九
尺
三
寸

九
尺
五
寸

壱
　
　
　
丈

壱
丈
五
寸

一
丈
四
尺

三
尋
一
尺
五
寸

壱
丈
八
尺
五
寸

二
丈
七
寸

四
尋
二
尺

四
尋
二
尺
七
寸

四
尋
三
尺
五
寸

四
尋
四
尺
五
寸

五
尋
三
寸

二
尺
五
寸

二
尺
七
寸

二
尺
八
寸

二
尺
九
寸

三
　
　
尺

三
尺
二
寸

四
尺
二
寸

五
　
　
尺

五
尺
七
寸

六
　
　
尺

六
尺
五
寸

七
尺
二
寸

七
尺
八
寸

八
尺
三
寸

八
尺
八
寸

壱
丈
四
尺

壱
丈
四
尺
六
寸

三
　
　
　
尋

三
尋
三
寸

三
尋
一
尺

三
尋
一
尺
五
寸

四
尋
八
寸

四
尋
四
尺

五
尋
三
寸

五
尋
一
尺
八
寸

五
尋
三
尺
五
寸

六
　
　
　
尋

六
尋
一
尺
四
寸

六
尋
二
尺
二
寸

六
尋
二
尺
八
寸

　
　
　
　
　
？
・

七
尋
四
尺
五
寸

八
　
尋
　
一
　
尺

八
尋
二
尺
五
寸

八
尋
三
尺
五
寸

九
　
　
　
　
尋

十
一
尋
四
尺

十
三
尋
二
尺
三
寸

士
二
尋
四
尺
五
寸

十
四
尋
二
尺
五
寸

十
五
尋
一
尺

十
五
尋
四
尺

十
六
尋
一
尺
五
寸

十
六
尋
三
尺

十
　
　
七
　
　
尋

　
　
三
〇
（
：
ハ
ニ
）

檎
綱
　
壱
房
　
六
、
七
十
尋

商
綱
同
　
　
同

藁
綱
同
　
　
同

括
綱
同
　
　
同

帆
足
綱
　
三
十
筋
　
長
九
尺
余

其
の
他
大
渡
、
横
渡
手
縄
等
種
六

の
綱
が
あ
る
。

其
の
他
城
米
回
船
雇
入
な
ど
に
な

る
と
椿
の
予
備
何
十
反
と
か
の
備

付
の
条
件
あ
る
外
走
り
小
道
具
等

種
六
の
名
目
が
あ
る
が
省
略
す
る
。

樋
畑
雪
湖
著
江
戸
時
代
の
交
通
文
化
五
三
八
頁

六

破
船
と
浦
手
形

　
江
戸
時
代
の
船
舶
は
帆
船
と
い
う
点
で
根
本
的
な
制
限
が
あ
っ
た
ぱ
か
り
で
な
く
、
大
和
船
特
有
の
構
造
か
ら
く
る
制
限
１
－
単

帆
が
樒
の
正
中
に
懸
っ
て
逆
風
・
横
風
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
釘
着
が
不
完
全
て
耐
風
性
の
少
な
い
こ
と
等
　
　
が
航
海
圏

の
無
制
限
な
拡
大
を
不
可
能
な
ら
し
め
た
。
即
ち
一
般
に
い
わ
ゆ
る
風
待
ち
と
潮
待
ち
と
が
航
海
の
規
則
性
と
迅
速
と
を
阻
害
し
、



地
方
的
な
小
規
模
の
沿
岸
航
路
、
比
較
的
年
中
静
穏
な
瀬
戸
内
海
航
路
、
交
通
需
要
が
大
で
且
っ
良
港
に
富
む
江
坂
間
の
航
路
を
除

け
ぱ
何
れ
の
航
路
も
多
少
季
節
的
な
制
約
を
受
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
目
本
海
に
お
げ
る
帆
船
の
航
運
は
、
日
本
海
に
発
達
す
る
東
・
西
の
風
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
航
海
の
時
期
が
春
か
ら
秋
初

め
頃
ま
で
に
限
定
さ
れ
、
冬
期
に
は
最
寄
の
港
で
風
待
ち
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
例
え
ぱ
隠
岐
西
郷
港
に
慶
応
二
年
に
入
港
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

か
船
は
六
三
〇
隻
に
及
ぶ
が
そ
の
内
訳
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

数船港入港郷西岐隠年二応慶
十
二
月

十
一
月

十九八七六五四三二一

月月月月月月月月月月
月

　
七
　
九一

二

三
九一

八

七
四
六
二一

八

四
三

二
一一

五
一
三

船
数

三
月
か
ら
五
月
に
か
げ
て
急
激
に
増
加
し
て
い
る
の
は
、
「
ア
ィ
」
と
称
す
る
風
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
表
か
ら
見
て
も
目
本
海
の
帆
船
交
通
は
、
冬
季
の
航
海
危
険
に
よ
っ
て
欠
航
（
船
囲
い
）
が
行
わ
れ
、
従

っ
て
荷
動
き
も
最
も
少
く
、
全
く
季
節
的
制
約
下
の
運
航
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
瞭
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
又
当

時
に
お
げ
る
航
行
の
安
全
度
が
如
何
に
少
な
か
っ
た
か
は
「
板
子
一
枚
下
地
獄
」
と
い
う
言
葉
で
も
示
さ
れ
て

い
る
し
、
叉
海
損
並
び
に
海
難
救
助
制
度
が
如
何
に
発
達
し
て
い
た
か
に
よ
っ
て
も
、
更
に
は
数
艘
の
船
舶
を

有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
九
兵
衛
の
船
が
幾
度
と
な
く
難
破
し
て
い
る
事
実
か
ら
推
し
て
も
そ
の
危
険
性
が
裏
書

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
由
来
我
国
に
お
い
て
、
往
時
船
舶
が
遭
難
す
る
と
、
こ
れ
を
掠
奪
占
坂
し
、
ま
た
は
掠
奪
占
取
す
る
を
目
的

と
し
て
、
船
舶
を
誘
導
遭
難
せ
し
め
る
行
為
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
又
か
か
る
行
為
の
中
に
は
、
廻
船
間

屋
を
含
め
た
船
頭
・
水
夫
等
自
身
が
故
意
に
荷
物
に
浸
水
せ
し
め
、
或
は
荷
物
を
詐
取
す
る
と
い
っ
た
横
暴
行

為
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
前
者
の
例
と
し
て
は
、
橘
南
籍
の
「
東
遊
記
」
に
、
伊
豆
下
田
地
方
に
お
い
て

　
　
近
世
に
お
け
る
日
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）

「
イ
ナ
サ
と
は
此
海
上
の
悪
風
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
（
：
ハ
三
）

此
風
吹
く



　
　
立
命
館
経
済
挙
（
第
六
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
（
ニ
ハ
四
）

時
は
此
辺
の
者
ど
も
手
々
に
松
明
を
持
ち
、
或
は
背
に
戸
を
負
ひ
、
火
を
燃
し
て
浜
辺
を
往
来
す
。
沖
に
行
き
か
ふ
船
、
難
風
に
苦

し
み
て
、
入
る
べ
き
湊
や
あ
る
と
う
ろ
た
へ
居
る
時
、
此
火
の
光
を
見
て
、
人
家
や
あ
る
船
や
あ
る
と
馳
来
れ
ぱ
、
海
底
の
岩
に
船

砕
げ
て
破
船
に
及
ぶ
、
翌
朝
浦
々
よ
り
船
を
出
レ
、
彼
破
船
せ
る
荷
物
道
具
を
取
掠
む
」
悪
習
が
あ
っ
た
が
、
今
は
仏
法
の
恵
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

よ
っ
て
な
く
な
っ
た
と
記
る
し
て
あ
り
、
文
化
十
三
年
の
坂
部
広
畔
の
「
海
路
安
心
録
」
に
は
、
あ
る
人
の
説
に
、
海
賊
の
る
い
あ

っ
て
、
嵐
の
後
な
ど
は
必
ず
紛
船
あ
る
べ
し
と
察
し
、
わ
ざ
と
暗
礁
叉
は
瀬
な
ど
あ
る
方
に
て
火
を
立
て
、
紛
れ
船
を
導
き
入
れ
、

破
船
を
い
た
さ
せ
、
其
荷
物
を
奪
い
取
ん
と
巧
む
族
も
あ
る
よ
し
、
か
た
か
た
以
て
夜
中
な
ど
は
み
だ
り
に
案
内
し
ら
ぬ
湊
へ
い
る

　
　
　
（
３
）

べ
か
ら
ず
Ｌ
と
あ
る
。
又
後
者
の
例
と
し
て
は
、
大
阪
屋
伊
兵
衛
が
次
の
如
く
海
上
に
お
け
る
船
頭
、
水
夫
の
妄
状
を
筆
記
し
て
い

る
。　

「
上
方
よ
り
諾
商
売
の
晶
々
、
往
古
よ
り
積
合
運
送
致
来
侯
と
難
も
、
其
頃
ま
で
は
諾
商
売
の
問
屋
も
少
く
、
誰
在
て
難
破
有
之
時
に
吟
味
致
候
荷

　
主
も
な
け
れ
ば
、
船
間
屋
の
心
に
任
し
て
支
配
致
侯
故
、
誇
事
の
勘
定
何
角
共
に
段
六
不
堵
に
罷
成
、
就
中
貞
享
三
寅
年
、
小
松
屋
伸
ヱ
門
と
申
者

　
船
、
蓬
々
海
上
を
無
事
に
乗
り
下
り
候
処
、
船
頭
私
慾
の
為
め
に
相
州
沖
に
て
難
風
に
逢
ひ
、
破
船
致
由
に
て
、
船
問
屋
利
倉
屋
三
郎
衛
方
へ
申
来

　
り
候
。
然
処
斧
を
以
て
、
態
と
船
底
を
打
割
り
、
積
合
の
荷
物
過
半
盗
取
侯
由
、
此
噂
、
粗
相
知
候
故
、
積
合
荷
主
、
此
所
彼
所
、
所
六
に
相
寄
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
き
あ
い

　
相
談
有
之
候
へ
共
、
諾
商
売
問
屋
中
、
互
に
手
軽
の
著
合
（
註
交
際
）
も
無
之
候
へ
ば
、
詮
議
相
談
の
世
話
も
無
之
故
、
白
然
と
此
沙
汰
相
止
、
等

　
閑
に
相
済
侯
。
依
之
船
手
役
不
行
跡
に
相
成
、
既
に
元
藤
壬
申
年
ま
で
は
、
誇
回
船
共
に
荷
打
、
破
船
、
水
船
等
の
難
、
多
分
有
之
候
、
其
節
は
船

　
頭
、
水
主
、
皆
浦
方
湊
次
の
者
と
馴
合
、
荷
物
過
半
盗
取
、
配
分
致
候
体
、
剰
へ
残
荷
も
悉
く
中
味
抜
候
て
、
丸
荷
物
は
無
之
、
別
て
余
高
の
荷
物

　
は
、
猶
以
て
捨
り
候
体
、
殊
更
難
風
に
不
レ
逢
船
に
も
折
ヵ
荷
打
の
体
に
方
便
を
取
椿
、
荷
物
紛
失
多
く
、
積
合
の
荷
圭
数
度
の
損
金
に
逼
り
、
諾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
商
売
荷
物
遼
送
も
鈍
く
相
成
候
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
し
か
し
か
か
る
難
破
船
掠
奪
の
慣
習
に
対
す
る
禁
止
は
、
早
く
よ
り
行
わ
れ
、
豊
臣
秀
吉
は
天
正
二
十
年
請
因
船
手
懸
に
あ
て
た

●



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
海
路
諸
法
度
」
に
は
、
「
流
レ
候
船
、
取
リ
留
置
候
時
ハ
其
船
主
改
メ
来
リ
次
第
二
小
々
酒
手
ヲ
取
侯
テ
渡
可
レ
申
事
」
と
１
漂
着
船
に

対
す
る
船
主
の
取
戻
権
を
明
ら
か
に
し
、
保
管
者
は
直
ち
に
こ
れ
を
返
還
す
べ
き
も
の
と
し
、
「
少
々
の
酒
手
」
な
る
報
酬
類
の
標
準

　
　
　
（
６
）

を
定
め
た
。

　
江
戸
幕
府
は
遭
難
船
の
掠
奪
占
取
を
厳
禁
し
、
沿
岸
民
に
対
し
て
遭
難
船
の
積
極
的
救
助
を
命
じ
、
救
助
料
を
与
え
て
、
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

奨
励
し
、
更
に
船
頭
の
横
領
に
，
は
死
罪
を
も
っ
て
報
い
る
と
い
っ
た
禁
令
を
し
ば
し
ぱ
発
し
て
お
り
。
幕
府
の
港
湾
法
規
の
諸
禁
令

は
寛
文
年
代
を
も
っ
て
完
成
し
、
且
っ
全
国
に
施
行
さ
れ
、
そ
し
て
繰
返
し
、
そ
の
励
行
を
求
め
幕
末
に
・
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
こ
れ
ら
の
港
湾
法
規
の
諸
禁
令
に
お
い
て
寛
永
十
三
年
の
「
定
」
以
後
の
規
定
に
お
い
て
は
、
第
一
に
遭
難
船
の
救
助

を
命
じ
、
っ
ぎ
に
救
助
料
の
標
準
を
示
し
て
救
助
者
に
救
助
料
を
与
え
る
こ
と
、
刎
荷
を
し
た
場
合
の
浦
証
文
（
海
難
証
明
書
）
交

附
方
及
び
船
頭
と
沿
岸
民
と
し
結
托
し
て
積
荷
を
盗
む
こ
と
の
禁
止
規
定
が
一
貫
し
て
お
り
、
寛
文
以
後
は
城
米
輸
送
に
関
す
る
規

定
及
び
漂
蒼
船
漂
蒼
物
の
取
扉
権
の
時
効
を
半
年
に
限
っ
た
こ
と
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
て
次
に
あ
げ
る
文
書
は
、
何
れ
も
山
中
九
丘
ハ
衛
所
持
の
帆
船
が
遭
難
し
た
と
き
の
「
浦
手
形
」
文
書
で
あ
る
。
「
例
一
」
は

文
政
十
二
年
四
月
丹
後
浅
茂
川
村
直
乗
船
頭
利
左
衛
門
が
水
主
共
七
人
乗
り
の
九
兵
衛
船
に
乗
り
組
み
、
越
後
国
出
本
沼
湊
で
米
千

八
拾
俵
を
買
積
し
て
、
廻
米
の
途
中
、
長
州
阿
武
郡
越
ヶ
浜
浦
に
て
難
破
し
、
救
助
さ
れ
た
時
の
浦
手
形
で
あ
る
。
積
米
千
八
拾
俵

に
っ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
二
百
三
拾
七
俵
が
流
失
し
、
残
八
百
四
拾
三
俵
が
救
助
に
よ
っ
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
坂
上
げ
ら
れ
米

は
こ
れ
を
損
傷
の
程
度
に
よ
っ
て
、
滞
米
俵
、
（
三
拾
俵
）
色
付
俵
（
二
拾
七
俵
）
、
濡
米
（
七
百
五
拾
九
俵
）
乱
俵
（
弐
拾
七
俵
）

に
類
別
集
計
し
、
そ
の
十
分
ノ
一
を
救
助
取
上
報
酬
と
し
て
醸
出
し
、
更
に
船
員
の
振
米
（
清
米
拾
俵
）
を
差
引
い
て
残
り
を
そ
れ

ぞ
れ
競
売
に
付
し
、
合
計
銀
拾
五
貫
九
百
七
拾
目
弐
分
三
厘
四
毛
を
得
て
処
分
し
て
い
る
。
又
破
損
し
た
船
体
は
、
こ
れ
を
艀
、
樒
．

　
　
近
世
に
お
け
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
（
一
六
五
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
（
ニ
ハ
六
）

桁
・
檬
船
に
分
げ
て
競
売
し
、
又
船
道
具
は
碇
・
綱
類
・
帆
・
梶
・
小
道
具
等
に
分
げ
て
一
度
競
売
に
付
し
、
碇
そ
の
他
の
も
の
を

買
展
し
て
い
る
。
（
前
述
の
船
員
の
振
米
と
し
て
清
米
拾
俵
も
同
様
に
買
戻
し
て
い
る
）
。
船
体
及
び
船
道
具
も
そ
の
処
分
に
あ
た
っ

て
は
落
札
総
計
銀
三
貫
七
百
拾
三
匁
六
分
の
十
分
ノ
一
（
三
百
七
拾
壱
匁
三
分
六
厘
）
が
、
や
は
り
報
酬
銀
と
し
て
救
助
者
に
出
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
江
戸
幕
府
は
、
海
難
救
助
を
沿
岸
民
の
義
務
と
し
た
が
、
こ
れ
を
励
行
せ
し
め
る
た
め
、
救
助
者
に
対
し
て
救
助
報
酬
を
与
え

た
。
こ
の
報
酬
は
救
助
さ
れ
た
積
荷
の
う
ち
か
ら
一
定
額
を
救
助
者
に
与
え
る
こ
と
と
し
、
寛
永
十
三
年
八
月
の
定
第
二
条
に
ー
お
い

て
、
報
酬
額
算
出
の
基
準
を
浮
荷
物
二
十
分
の
一
、
沈
下
物
十
分
の
一
、
河
船
は
浮
荷
物
三
十
分
の
一
、
沈
下
物
二
十
分
の
一
に
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

定
し
た
。
そ
し
て
こ
の
基
準
は
後
年
、
解
釈
と
適
用
に
関
し
て
種
々
の
補
足
と
追
加
が
見
ら
れ
る
が
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

　
（
９
）

「
例
一
」

　
　
　
浦
　
手
　
形

　
　
一
、
米
干
八
拾
俵

　
　
　
内

　
　
弐
百
三
拾
七
俵

残
八
百
四
拾
六
俵

　
　
内

清
米
、
二
拾
俵

但
積
入
高
也

但
海
中
流
失
之
分

但
追
々
取
揚
相
成
現
有
俵
之
分



　
　
　
　
　
此
内

　
　
　
　
　
三
俵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
歩
一
米
〆
受
取
帖

　
　
　
色
付
俵
弐
拾
七
俵

　
　
　
　
　
此
内

　
　
　
　
　
弐
俵
七
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
歩
一
米
〆
受
取
候

　
　
　
濡
米
七
百
五
拾
九
俵

　
　
　
　
　
此
内

　
　
　
　
　
七
拾
五
俵
九
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
歩
一
米
〆
受
取
侯

　
　
　
乱
俵
弐
拾
七
俵

　
　
　
　
　
此
内

　
　
　
　
　
弐
拾
七
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
歩
一
米
〆
受
取
候

　
　
　
　
荷
残

　
　
　
　
　
清
米
弐
拾
七
俵

　
　
　
　
　
代
銀
　
八
百
九
拾
八
匁
五
分
六
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
俵
別
代
銀
三
拾
三
匁
弐
分
八
厘
宛
二
落
札
二
〆
右
之
通

　
　
　
　
色
付
俵
弐
拾
四
俵
三
分

　
　
　
　
　
　
代
銀
　
八
拾
八
匁
七
分
四
毛

　
　
　
　
　
　
但
俵
別
代
銀
三
拾
三
匁
弐
分
八
厘
宛
落
札
〆
右
之
適

　
　
　
　
濡
米
六
百
八
拾
三
俵
壱
分

近
世
に
お
げ
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）

三
五
　
（
一
六
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
晋
）

　
　
　
　
　
　
代
銀
　
拾
四
買
七
百
弐
拾
目
八
分
五
毛
宛
二
落
札
〆
右
之
通

　
　
　
　
乱
俵
弐
拾
四
俵
三
歩

　
　
　
　
　
　
代
銀
　
弐
百
七
匁
七
分
六
厘
五
毛

　
　
　
　
　
　
　
但
俵
別
代
銀
八
匁
五
分
宛
二
落
札
〆
右
之
通

　
　
　
　
　
　
代
銀

　
　
　
　
〆
拾
六
頁
六
百
三
拾
五
匁
八
分
三
厘
四
毛

　
　
　
　
　
　
此
之
内

　
　
　
　
　
六
百
六
拾
五
匁
六
分

　
　
　
　
　
但
浅
米
拾
俵
色
付
俵
拾
俵
〆
弐
拾
俵
組
中
振
米
〆

　
　
　
　
　
先
追
而
渡
方
之
分
落
札
直
段
を
以
買
戻
シ
代
銀
右

　
　
　
　
　
之
通
引
之

　
　
　
　
残
拾
五
貫
九
百
七
拾
目
弐
分
三
厘
四
毛

　
　
　
　
　
外

　
　
　
　
一
、
銀
老
貫
百
弐
拾
三
匁
六
分

　
　
　
　
　
　
但
艀
代
銀
五
百
拾
宅
匁
五
厘
椿
代
銀
三
百
八
拾
宅
匁
壱
分
桁
代
銀
六
拾
宅
匁

　
　
　
　
　
　
橡
船
代
銀
百
七
拾
目
壱
分
五
厘
也
二
落
札
直
段
右
之
通

　
　
　
　
一
、
銀
弐
頁
五
百
九
拾
目

　
　
　
　
　
　
但
碇
六
挺
代
銀
六
百
入
拾
目
、
苧
綱
一
．
．
房
代
銀
六
百
匁
、
い
ち
ひ
綱
三
房
代

　
　
　
　
　
　
　
銀
百
五
拾
目
、
苧
綱
弐
房
代
銀
四
拾
目
、
藁
綱
弐
房
代
銀
五
匁
、
実
縄
四
本

三
六

（
一
六
八
）



　
　
　
　
　
　
　
　
代
銀
八
拾
匁
、
帆
代
銀
五
百
五
拾
目
、
は
す
一
本
代
銀
拾
五
匁
、
小
遺
具
一

　
　
　
　
　
　
　
　
色
代
銀
三
百
目
、
梶
一
拝
梶
柄
共
二
代
銀
弐
百
目
也
ヲ
以
右
之
直
様
二
〆
買

　
　
　
　
　
　
　
　
戻
シ
代
銀
右
之
通

　
　
　
　
　
〆
三
貫
七
百
拾
三
匁
六
分

　
　
　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
　
　
三
百
七
拾
壱
匁
三
分
六
厘
　
　
　
　
但
歩
一
銀
〆
受
取
侯
也

　
　
　
　
　
残
三
貫
三
百
四
拾
弐
匁
弐
分
四
厘

　
　
　
　
　
　
　
此
内

　
　
　
　
　
　
弐
頁
五
百
九
十
目
　
　
　
　
　
　
　
但
碇
其
之
外
買
戻
シ
代
銀
引
之

　
　
　
　
　
街
残
　
七
百
五
拾
弐
匁
弐
分
四
厘

　
　
　
　
　
弐
〆

　
　
　
　
　
合
拾
六
頁
七
百
弐
拾
弐
匁
四
分
七
厘
四
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
塊
銀
を
以
相
渡
侯
事

右
丹
後
国
嚢
川
村
票
蜜
利
左
ヱ
門
水
主
共
七
人
乗
二
而
米
千
八
拾
俵
越
循
崇
沼
俵
御
接
相
帝
月
二
目
彼
地
窟
帆
、
夫
よ
り
喉
、

被
渡
海
同
十
九
目
暁
六
ツ
時
頃
北
風
二
而
石
州
温
泉
津
浦
御
出
帆
二
而
被
綱
参
処
申
ノ
下
刻
頃
当
所
沖
嶋
漁
之
目
途
御
立
逮
二
而
瀬
中
江
被
走
揚
り
候

乗
組
衆
中
種
六
被
相
働
候
毛
不
相
捌
忽
沈
之
道
出
水
候
也
右
様
子
聞
付
問
屋
越
前
崖
．
、
一
右
ヱ
門
当
地
下
役
人
中
其
外
辿
人
罷
越
清
米
積
取
応
中
無
租

船
底
抜
離
レ
其
上
夜
二
入
被
揚
難
相
成
候
二
付
番
船
等
付
置
右
之
趣
城
下
表
遣
注
進
候
処
彼
人
衆
被
致
出
張
地
下
役
人
数
多
差
出
差
凶
を
以
遊
繰
り

被
申
付
都
合
俵
数
八
百
四
拾
三
俵
之
辻
取
揚
相
成
候
左
二
而
清
米
者
蔵
入
二
〆
御
　
分
様
蔑
音
相
荷
い
ソ
〆
り
被
申
付
濡
米
之
儀
肯
陸
二
過
し
イ
、
者
痛
候

　
近
世
に
お
け
る
日
本
海
沿
津
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
（
一
六
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
（
一
七
〇
）

　
処
二
付
任
御
願
当
浦
和
固
と
申
処
江
海
入
二
〆
執
も
手
堅
〆
り
方
相
成
泌
残
弐
百
三
拾
七
俵
之
儀
者
右
場
所
大
瀬
波
高
之
所
故
俵
乱
流
失
仕
侯
哉
段

　
々
尋
方
二
申
付
侯
毛
海
底
壱
俵
も
無
之
侯
艀
之
儀
者
鳥
浦
江
溝
込
荷
譜
道
具
之
儀
も
遣
友
被
揚
相
成
候
且
儒
米
海
入
之
所
江
者
艀
子
之
衆
地
下
役
人

　
相
番
被
申
付
荷
上
番
役
人
二
而
も
被
差
出
昼
夜
被
致
見
廻
候
　
左
二
而
清
米
其
外
艀
諾
道
具
共
二
入
札
売
之
儀
御
申
出
相
成
売
捌
相
成
侯
上
御
法
之

　
歩
一
請
取
方
相
済
前
書
之
通
御
引
渡
相
済
申
候
右
二
付
御
当
所
諾
事
通
り
不
合
之
儀
無
之
侯
洋
中
之
儀
者
存
不
申
侯
毛
難
船
以
来
之
趣
浦
手
形
相
調

　
遣
申
侯
且
叉
各
よ
り
御
申
出
之
口
上
書
墨
付
本
書
之
儀
者
此
方
二
留
置
寧
継
止
二
〆
残
者
致
印
形
浦
手
形
差
遣
申
所
如
件

　
　
文
政
十
二
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
州
阿
武
郡
越
ヶ
浜
浦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
屋
　
岡
田
喜
兵
衛
　
＠

　
　
　
丹
後
国
宮
津
浅
茂
川
村

　
　
　
　
　
　
　
直
乗
船
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
利
左
ヱ
門
殿

　
「
例
一
」
の
浦
手
形
は
正
に
こ
の
規
定
を
裏
書
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
「
浦
仕
舞
」
を
具
体
的
に
示
し
て
呉
れ
る
。

　
な
お
最
後
の
文
書
は
、
難
船
す
る
に
至
り
し
事
情
、
遭
難
中
の
処
置
、
難
破
後
の
処
置
に
っ
い
て
の
証
明
書
で
あ
る
。
難
破
し
た

浦
浜
の
庄
屋
が
直
船
頭
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
１
０
）

「
例
二
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
差
出
申
口
上
書
之
事

丹
後
国
宮
津
浅
茂
川
村
九
兵
衛
沖
船
頭
平
六
等
五
人
乗
組
越
後
新
潟
擦
二
而
白
米
四
斗
入
百
八
拾
六
俵
同
丁
斗
入
六
拾
俵
三
旧
米
弐
拾
丁
俵
長
岡



大
豆
六
斗
入
六
拾
八
俵
同
高
大
豆
一
一
斗
入
三
拾
五
俵
菜
種
六
斗
入
五
拾
八
臥
荏
油
四
斗
入
壱
俵
同
弐
斗
入
五
構
買
積
仕
去
秋
能
州
小
木
浦
迄
帆

登
於
同
浦
竈
仕
当
二
月
習
天
気
能
卯
ノ
方
風
－
一
而
同
出
帆
同
夜
七
ツ
頃
御
当
国
猿
山
沖
合
迄
馨
り
候
処
儀
二
午
末
風
二
吹
秦
気
色
二
相
成

申
侯
一
付
餐
翌
二
目
八
ツ
時
分
御
当
浦
江
澗
入
仕
候
処
同
七
一
時
頃
よ
－
申
酉
風
二
相
廻
雨
電
二
票
意
之
大
荒
二
相
成
申
侯
二
付
碇
四
頭
指
入
猶

叉
目
く
り
一
為
弐
房
器
認
能
仕
馨
侯
処
風
波
弥
増
宛
早
老
え
思
一
テ
場
之
至
申
二
付
何
卒
相
凌
申
度
船
中
一
統
尽
粉
骨
相
働
居
候
得
共
姿
，

風
簑
高
藍
一
打
遣
醒
一
断
切
申
一
付
代
－
綱
暮
申
霧
一
乗
－
身
命
限
－
磯
近
棒
杭
江
襲
申
内
同
一
言
暮
六
ツ
時
頃
綱
不
桟
断
切
元
曹

時
一
澗
之
外
江
振
出
候
得
共
大
荒
之
折
柄
故
重
而
元
窪
可
参
様
無
麗
侯
処
前
段
之
躰
御
見
詰
被
成
各
積
人
足
大
勢
襲
崇
組
一
統
御
助
上
ケ

夫
嘉
手
配
被
下
候
得
共
夜
一
入
如
何
共
可
致
様
無
之
元
船
高
波
一
被
打
敷
及
驚
璽
何
物
不
器
中
江
致
散
乱
皆
捨
二
相
成
申
侯
船
中
手
廻
道
具

類
之
内
渚
一
打
寄
候
分
纂
揚
被
下
侯
一
付
御
当
浦
船
宿
四
郎
兵
衛
一
彊
且
船
蓼
者
打
寄
侯
場
所
二
小
屋
掛
昼
夜
番
人
御
附
薯
共
之
内
相
番

仕
御
役
人
中
時
一
御
見
廻
柳
不
尽
姦
無
御
座
様
御
手
当
御
介
抱
被
成
下
難
有
奉
寡
則
右
之
趣
御
当
浦
御
才
許
笠
原
藤
太
殿
へ
御
案
内
有
之
由
二

而
御
手
代
中
早
速
御
出
役
破
船
之
始
末
御
尋
被
覆
一
付
前
段
壼
申
上
侯
処
流
失
之
品
カ
近
浦
御
廻
文
を
以
御
尋
御
座
候
得
と
も
何
方
一
嘉
寄

申
儀
無
御
座
候
猶
累
蒙
海
渡
義
箪
渡
其
外
御
宿
方
御
介
抱
之
筋
重
、
御
申
渡
添
仕
合
二
奉
存
候

一
、
船
御
往
来
御
尋
呉
変
無
御
座
則
御
目
二
遣
申
侯

一
・
私
共
糠
米
之
儀
御
尋
二
御
座
侯
得
共
船
宿
四
郎
兵
衛
相
頼
指
支
申
儀
無
倒
座
候

一
・
襲
揚
被
下
俵
鶏
等
於
御
当
浦
相
対
を
以
羅
売
一
仕
度
旨
御
願
申
上
候
処
御
聞
済
被
下
則
当
月
八
目
売
払
代
銭
七
拾
弐
貫
七
夏
蜜
平
六

請
取
申
侯

一
・
襲
揚
被
下
俵
質
之
内
苧
・
水
切
綱
等
拾
壱
一
覆
碧
以
所
方
一
送
り
申
度
段
御
願
申
上
候
処
御
聞
纂
下
当
月
十
二
目
警
り
申
候
且
又

碇
等
六
品
募
壱
驚
宿
四
郎
兵
衛
一
預
駐
而
便
婁
第
是
又
所
方
江
積
送
り
申
度
旨
御
願
申
上
候
処
御
聞
済
二
御
座
侯

一
・
当
月
六
目
よ
り
廿
吾
秦
毎
遣
舟
竃
船
中
之
者
乗
組
海
渡
被
仰
付
候
得
共
積
荷
物
一
切
揚
り
不
申
候
二
付
襲
被
入
御
念
輸
嶋
海
土
舟
御

　
　
近
世
に
お
け
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
嚢
の
状
況
に
つ
い
て
一
足
立
一
　
　
　
　
　
三
九
一
一
七
一
一

●



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
（
一
七
二
）

指
出
為
御
尋
被
下
候
得
共
見
当
り
不
申
候
二
付
海
中
心
当
り
之
御
所
も
是
是
幾
度
二
而
も
海
渡
可
被
仰
付
旨
重
々
被
仰
渡
侯
得
共
元
船
高
波
二
被
折

敷
為
彼
船
積
荷
物
等
致
散
乱
侯
儀
二
而
御
座
眺
得
者
別
而
心
当
り
之
ケ
所
も
無
獅
座
米
等
之
儀
ハ
縄
俵
等
切
破
大
豆
之
儀
ハ
引
脹
二
相
成
縄
俵
張
切

海
底
二
致
散
乱
、
油
拝
船
具
之
儀
ハ
大
荒
之
砲
出
汐
沖
へ
巻
出
流
失
仕
与
奉
存
侯
是
迄
為
獅
尋
被
下
侯
上
考
少
茂
心
残
之
義
無
御
座
候
間
宛
早
海
渡

御
指
止
可
被
下
侯

右
申
上
侯
通
少
茂
相
違
無
御
座
候
若
御
当
滞
拝
対
何
万
へ
申
分
・
も
無
御
座
候
ハ
バ
無
沌
可
申
上
旨
精
誠
御
尋
二
御
座
候
得
共
耶
申
分
之
筋
無
御
座
候

逗
留
中
万
端
御
介
抱
に
相
成
始
終
御
町
寧
二
御
取
持
被
下
難
有
仕
合
二
奉
存
候
価
而
浦
仕
廼
仕
罷
帰
申
度
奉
存
候
間
浦
手
形
御
渡
可
被
下
候
宛
所
之
儀

ハ
丹
後
宮
津
浅
茂
川
村
庄
屋
徳
右
ヱ
門
与
被
成
可
被
下
候
為
其
口
上
書
指
出
申
処
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
後
国
宮
津
浅
茂
川
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
兵
衛
　
沖
船
要
　
平
　
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
揖
　
取
　
善
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
　
主
　
伝
之
黙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寅
　
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
炊
　
　
　
梅
　
蔵

　
天
保
十
五
年
二
月
晦
日

　
　
能
登
国
輪
嶋
崎
浦
肝
煎

　
　
　
　
　
　
長
右
ヱ
門
殿

　
　
　
　
同
浦
組
合
頭

　
　
　
　
　
　
孫
左
ヱ
門
殿

　
　
　
　
同



　
　
　
　
　
　
　
与
三
兵
衛
殿

　
「
例
二
」
は
、
九
兵
衛
船
が
幾
多
の
商
品
を
買
込
ん
で
帰
帆
中
、
天
保
十
五
年
二
月
、
能
登
国
輸
嶋
崎
浦
に
お
い
て
難
破
し
た
折
、

沖
船
頭
平
六
以
下
水
主
・
炊
夫
が
、
同
浦
肝
煎
・
組
合
頭
に
対
し
て
、
難
破
の
前
後
に
つ
い
て
詳
細
に
報
告
し
、
更
に
難
破
後
の
積

荷
の
行
方
に
つ
い
て
の
調
査
、
船
舶
の
処
置
（
銀
七
拾
弐
貫
七
百
文
で
羅
売
）
船
具
の
返
送
、
逗
留
中
の
御
介
抱
等
至
り
つ
く
せ
り

の
処
置
と
親
切
に
感
謝
の
意
を
表
し
、
帰
国
し
た
い
の
で
浦
手
形
を
頂
戴
致
し
た
い
と
願
出
た
文
書
で
あ
る
。
浦
手
形
発
行
に
は
こ

の
よ
う
に
ま
ず
船
頭
か
ら
報
告
書
を
提
出
せ
し
め
、
一
」
の
報
告
に
基
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
船
頭
の
報
告
文
書
は
原
文

を
方
に
留
め
お
き
、
写
書
を
、
浦
手
形
と
一
緒
に
船
頭
に
渡
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
ｎ
）

　
　
　
　
「
例
三
」

　
右
丹
後
国
宮
津
浅
茂
川
村
九
兵
衛
沖
船
頭
平
六
等
五
人
乗
船
越
後
新
潟
湊
二
而
白
米
等
積
請
去
萩
能
州
於
小
木
浦
二
浮
囲
当
二
月
朔
目
同
所
出
帆
同

　
二
目
八
ツ
時
分
当
浦
江
入
津
同
七
ツ
時
頃
よ
り
不
意
之
大
荒
二
相
成
同
三
目
暮
六
時
頃
艦
綱
不
残
損
切
暫
時
二
澗
之
外
被
振
出
高
波
被
二
折
敷
破
船
之

　
躰
見
請
申
候
付
二
人
足
指
出
乗
組
一
統
助
揚
夫
友
手
配
致
候
得
共
積
荷
物
不
残
海
中
江
致
散
乱
皆
捨
二
相
成
申
候
船
具
船
舶
等
渚
江
寄
左
分
坂
揚
猶

　
更
当
月
六
目
よ
り
二
五
目
迄
浄
毎
海
渡
為
致
候
得
共
積
荷
物
一
切
見
当
り
不
申
取
揚
侯
船
之
内
苧
水
切
綱
等
拾
壱
品
便
船
を
以
て
所
方
へ
送
り
申
度

　
旨
船
頭
平
六
串
聞
則
月
十
二
目
積
送
申
候
且
又
碇
等
六
品
拝
艀
壱
艘
当
浦
船
宿
四
郎
兵
衛
方
旭
預
置
而
便
船
次
第
所
方
江
相
廼
申
度
旨
申
聞
候
尤
船

　
舶
等
於
当
浦
相
対
を
以
耀
売
二
致
度
旨
申
聞
何
茂
船
蹟
願
之
通
聞
済
申
侯
処
則
当
月
八
日
売
払
代
銭
不
残
船
頭
平
六
江
為
請
取
申
侯
其
外
海
失
い
た

　
し
候
積
荷
物
等
近
浦
夫
六
為
相
尋
候
得
共
何
方
二
而
も
流
寄
不
申
侯
猶
破
船
之
始
末
禾
申
分
無
之
旨
等
委
曲
前
条
船
頭
等
口
書
写
之
逓
棚
違
無
之
候

　
依
而
継
立
私
共
致
裏
印
浦
手
形
相
連
之
申
候
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
能
登
国
輸
島
崎
浦
　
肝
煎

　
　
天
保
十
五
年
二
月
晦
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
右
ヱ
門
　
爾

　
　
　
近
世
に
お
け
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
蓮
０
）
状
況
に
っ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
（
一
七
一
、
．
）



立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
号
）

同
浦同

四
二
　
（
一
七
四
）

　
　
組
合
要

　
　
　
孫
左
ヱ
門

　
　
　
与
三
兵
衛

＠ゆ

　
　
丹
後
国
宮
津
浅
茂
川
村
庄
屋

　
　
　
　
　
徳
右
ヱ
門
殿

　
前
書
之
通
相
違
無
之
侯
　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輸
島
崎
浦
才
許
　
　
　
　
笠
原
藤
太
　
＠

　
「
例
三
」
は
船
頭
の
「
差
出
申
口
上
書
之
事
」
に
基
い
て
、
輪
嶋
崎
浦
浦
役
人
が
、
浅
茂
川
村
庄
屋
宛
に
発
行
し
た
浦
手
形
文
書

で
あ
る
。
遭
難
事
情
と
、
積
荷
の
行
方
、
船
具
・
船
舶
の
羅
売
と
返
送
等
、
船
頭
の
口
上
書
写
の
通
り
相
違
な
き
こ
と
証
明
し
、
船

頭
以
下
乗
組
者
に
故
意
、
過
失
、
私
曲
の
な
い
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
こ
れ
等
の
浦
手
形
文
書
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
は
寛
文
七
年
の
浦
高
札
第
一
条
に
「
公
儀
の
船
は
い
ふ
に
及
ば
ず
請
国
船
共

に
遭
難
風
時
は
助
船
出
し
船
破
損
せ
ざ
る
様
に
成
程
精
を
出
す
べ
き
事
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
如
く
、
沿
岸
官
民
に
救
助
義
務
を
課

し
、
更
に
－
船
頭
及
び
沿
岸
民
等
の
結
托
に
よ
る
稜
荷
の
横
領
等
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
責
任
の
地
位
に
あ
る
浦
方
役
人

か
ら
一
船
方
所
属
の
所
の
役
人
宛
に
浦
手
形
交
附
の
義
務
を
課
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

　
な
お
船
頭
は
こ
の
浦
手
形
証
文
を
持
ち
帰
る
と
、
「
破
船
之
船
頭
に
可
二
相
尋
一
覚
」
に
よ
っ
て

　
一
・
浦
々
入
津
し
出
船
之
節
、
目
和
等
見
定
め
、
出
船
可
レ
致
処
、
海
上
日
和
悪
敷
時
節
出
船
、
尤
前
方
よ
り
可
二
相
知
一
事
に
侯
如
何
致
、
破
船
に

　
及
候
哉
之
事
、

　
一
、
遭
二
難
風
一
打
米
之
事
可
成
た
け
船
頭
糠
米
潜
道
具
等
打
捨
候
儀
、
如
何
様
の
荒
に
て
右
之
逝
侯
哉
之
事
、



一
・
打
米
之
場
所
夜
中
叉
は
も
や
深
く
不
知
候
申
、
平
生
乗
覚
候
船
遣
又
は
出
船
之
湊
よ
り
里
数
等
相
考
侯
は
ぼ
大
概
に
も
可
二
相
知
一
事
二
候
処
、

如
何
様
之
訳
に
て
場
所
難
知
候
哉
之
事
、

一
、
類
船
も
有
レ
之
侯
得
ぼ
、
右
類
船
も
及
二
破
船
一
候
体
見
届
侯
哉
、
同
目
出
船
之
内
に
て
、
何
方
沖
辺
に
て
類
船
を
見
失
ひ
侯
哉
之
事
、

一
、
浦
証
文
之
通
相
違
無
之
哉
之
事
、

一
、
船
頭
水
主
送
り
状
之
通
相
違
無
之
哉
之
事
、

　
右
者
船
頭
共
へ
可
尋
趣
有
増
書
付
遣
候
、
此
外
に
も
其
破
船
之
様
子
に
よ
り
晶
六
可
レ
有
レ
之
侯
、
此
義
は
其
節
至
、
相
考
、
吟
味
可
レ
有
レ
之
候
、

以
上

　
卯
六
月

　
右
之
趣
大
阪
船
割
御
代
官
へ
申
遣
侯

右
の
条
項
に
よ
り
、
不
正
の
有
無
が
間
い
糺
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
船
頭
の
横
暴
防
止
の
規
定
で
あ
る
。

（
１
）
　
田
中
豊
治
氏
「
近
世
目
本
海
の
帆
船
交
通
」
地
域
第
一
巻
第
三
号
五
三
頁

（
２
）
　
文
芸
叢
書
「
紀
行
文
篇
」
七
四
－
七
五
頁

（
３
）
　
金
指
正
三
氏
「
江
戸
時
代
の
海
難
救
助
制
度
」
国
民
生
活
研
究
二
六
七
頁

（
４
）
　
竹
越
与
三
郎
氏
著
「
目
本
経
済
史
」
巻
八
、
二
九
四
頁

（
５
）
　
御
成
敗
式
目
遺
加
（
群
書
類
従
第
四
百
巻
）

　
寛
喜
三
年
（
二
；
二
）
六
月
六
目
、
鎌
倉
幕
府
は
所
六
の
地
頭
が
漂
着
船
を
押
領
す
る
こ
と
禁
じ
、
損
物
以
下
凡
て
船
主
に
返
却
す
べ
き
こ
と

　
を
命
じ
て
い
る
。

（
６
）
　
金
指
正
三
氏
「
前
掲
論
文
」
二
六
九
頁

（
７
）
　
江
戸
幕
府
元
和
元
年
八
月
の
禁
令

　
　
近
世
に
お
け
る
目
本
海
沿
岸
り
帆
船
航
連
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
（
一
七
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
（
一
七
六
）

　
　
　
　
党
　
え

　
一
、
西
国
諾
大
名
上
下
之
船
損
風
波
瑚
諾
色
不
及
沙
汰
穀
物
共
不
可
捕
散
若
獲
二
少
分
成
共
於
散
者
難
以
来
聞
出
曲
事
可
申
付
事

　
一
、
売
買
之
回
船
難
風
瑚
者
出
助
船
可
令
介
抱
其
上
不
相
叶
儀
者
不
及
了
簡
事

　
一
、
廻
船
破
損
之
節
其
場
江
出
奉
公
人
者
不
因
上
下
一
切
不
可
出
会
併
浦
六
立
会
廻
船
之
作
法
任
可
指
引
事

　
右
条
々
被
定
董
若
於
違
背
之
輩
者
忽
可
処
厳
科
之
旨
依
仰
下
知
如
件

　
　
元
和
七
年
八
月

　
つ
い
で
寛
永
十
三
年
八
月
二
目
に
は

　
　
　
　
定

　
一
、
公
儀
之
船
者
不
及
申
諾
船
共
に
難
風
に
逢
候
時
者
助
舟
を
可
出
、
磯
近
き
所
者
成
程
精
を
入
不
破
損
様
に
肝
を
可
煎
事

　
一
、
船
破
損
之
時
舟
主
頼
み
候
に
於
て
は
其
浦
之
者
荷
物
精
を
入
可
取
上
之
、
然
者
其
上
る
所
の
荷
物
の
内
浮
物
は
十
分
一
、
沈
物
は
廿
分
一
其
の

　
　
上
け
候
者
に
可
遣
事

　
一
、
於
沖
荷
は
ね
侯
時
者
其
船
着
侯
所
之
湊
に
而
代
官
並
庄
屋
出
会
遂
穿
襲
船
に
相
残
荷
物
之
分
書
付
証
文
可
出
事

　
船
頭
浦
戊
の
も
の
と
申
合
荷
物
盗
取
は
ね
候
由
申
に
於
て
は
後
目
聞
へ
候
共
船
頭
は
不
及
申
勿
論
申
合
侯
族
不
残
死
罪
其
一
浦
者
為
過
料
鳥
目
十
疋

　
宛
可
出
事

右
之
条
々
可
相
守
此
旨
総
而
悪
儀
仕
に
於
て
は
其
所
の
者
は
不
及
申
他
所
よ
り
成
共
訴
人
に
出
申
御
褒
美
被
下
侯
也
、
其
科
人
之
儀
者
随
二
罪
之
軽
重
一

可
被
仰
付
者
也
価
如
件

　
箆
永
十
三
年
八
月
二
目

幕
府
は
、
こ
の
後
慶
安
五
年
八
月
十
四
目
八
箇
条
よ
り
な
る
「
定
」
を
制
定
し
た
。

　
　
　
　
条
　
六



一
、
廻
船
之
作
法
寛
永
十
三
年
へ
月
、
二
目
付
に
而
江
戸
大
阪
迄
の
浦
女
へ
被
遣
候
御
制
之
旨
堅
可
相
守
事

一
、
遭
二
難
風
一
之
刻
、
助
船
を
頼
み
磯
近
き
所
は
可
成
程
精
を
入
れ
破
．
損
無
之
様
に
可
仕
事

一
、
船
破
損
之
時
浦
之
音
を
頼
み
精
を
入
れ
荷
物
の
内
取
上
候
者
に
御
定
之
通
無
異
儀
可
遣
事

一
、
沖
に
て
荷
物
刎
ね
候
時
は
其
所
よ
り
近
ぎ
湊
へ
あ
が
り
、
如
二
御
制
札
一
、
代
官
、
庄
屋
へ
相
断
り
穿
襲
を
請
、
舟
に
相
残
候
荷
物
之
分
、
書
付

　
証
文
を
取
可
レ
参
、
証
文
不
二
分
明
一
於
て
は
可
二
申
来
一
穿
襲
の
上
急
度
可
申
付
事

　
船
頭
、
浦
之
者
と
申
合
荷
物
を
盗
取
は
ね
候
由
申
に
於
て
は
、
船
衷
は
勿
論
水
主
一
人
も
不
残
可
レ
為
二
死
罪
一
事

一
、
互
に
沖
に
舟
を
か
け
有
之
而
船
よ
り
舟
へ
荷
物
を
売
侯
儀
可
為
曲
事
。
若
令
二
違
背
一
於
二
致
売
買
一
は
売
侯
者
も
買
侯
者
も
死
罪
た
る
べ
く
、
但

　
穿
襲
之
軽
重
可
有
之
事

　
附
白
分
の
荷
物
に
て
も
船
中
に
而
一
四
売
買
仕
間
敷
事

一
、
浦
々
に
お
い
て
御
制
之
旨
令
違
背
破
損
舟
有
之
時
、
助
舟
を
不
レ
出
、
礼
物
を
乞
難
渋
者
帰
帆
之
刻
申
聞
す
べ
し
鳥
羽
よ
り
上
方
は
其
所
へ
此

　
方
よ
り
相
断
、
同
所
よ
り
下
は
江
戸
へ
可
申
上
事

一
、
順
風
無
之
船
中
に
て
日
数
糠
米
に
つ
ま
り
候
時
は
何
方
に
て
も
其
湊
へ
お
が
り
、
買
可
申
候
、
但
其
所
に
売
米
無
之
時
は
船
中
の
米
を
取
使
、

　
荷
物
上
る
時
に
至
可
返
弁
候
事

一
、
難
風
に
逢
ひ
舟
致
二
破
損
一
荷
物
を
例
候
由
い
っ
は
り
船
頭
荷
物
を
売
候
儀
於
有
之
は
其
船
の
加
子
（
水
主
）
其
所
の
代
官
庄
屋
へ
訴
人
い
た
す

　
べ
し
、
然
ろ
上
は
綻
ひ
同
類
た
り
と
い
ふ
と
も
御
褒
美
可
被
下
候
事

右
廻
船
中
致
二
相
談
一
浦
々
御
制
札
之
旨
船
頭
、
加
子
に
申
合
堅
可
相
守
者
也

　
慶
安
五
年
八
月
十
四
日

　
次
に
箆
永
の
定
書
が
あ
っ
て
か
ら
凡
百
余
年
の
後
元
文
五
年
「
御
定
書
所
謂
訂
ケ
条
」
の
内
に
三
十
八
条
廻
船
荷
物
出
売
出
買
花
船
荷
物
致
二
押

領
一
候
者
御
仕
置
之
事
と
お
る
。
こ
の
外
「
諦
国
浦
々
高
札
」
（
正
徳
元
年
兀
月
　
目
）
「
浦
々
添
高
札
」
（
正
徳
二
年
）
「
諾
国
浦
々
へ
の
触
書
」
等

　
　
近
世
に
お
げ
る
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
運
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
（
一
七
七
）

｛

…山
竺



　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
二
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
（
一
七
八
）

幾
度
か
港
湾
法
規
が
繰
返
し
出
さ
れ
た
が
、
仲
六
励
行
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
（
徳
川
禁
令
考
後
聚
巻
四
）

（
８
）
　
天
明
三
年
正
月
「
難
船
歩
一
渡
し
方
訳
書
」
に
お
い
て
救
助
報
酬
の
解
釈
と
適
用
に
統
一
的
解
釈
を
加
え
た
。
叉
寛
政
七
年
五
月
一
日
「
難

　
破
船
荷
物
取
揚
者
へ
金
四
遣
方
の
儀
触
書
」
、
寛
政
八
年
十
月
「
懸
揚
人
分
一
渡
方
」
、
天
保
九
年
九
月
及
び
天
保
十
年
八
月
「
御
城
米
並
式
家
荷

　
物
其
外
商
荷
物
共
海
上
に
て
難
船
い
た
し
候
節
、
荷
物
陸
揚
い
た
し
侯
も
の
分
一
請
之
儀
、
是
迄
区
次
之
場
所
も
有
レ
之
侯
に
付
」
等
に
お
い
て

　
統
一
的
解
釈
を
加
え
て
全
国
に
公
布
し
た
。

（
９
）
（
１
０
）
（
１
１
）
　
山
中
九
平
氏
所
蔵

（
１
２
）
　
享
保
二
十
年
乙
卯
六
月
　
目
「
御
勝
手
方
御
定
書
上
　
泉
氏
榛
割
　
御
勘
定
所
定
書
二
　
獅
廻
米
積
廻
船
雑
書
」
日
本
財
政
経
済
史
料
第
一

　
巻
三
五
六
頁七

　
む

す
　
　
び

　
以
上
丹
後
国
網
野
縮
緬
機
業
地
帯
に
お
け
る
山
中
九
兵
衛
家
の
文
書
を
中
心
に
し
て
、
近
世
に
お
げ
る
日
本
海
の
帆
船
航
運
の
状

況
に
っ
い
て
具
体
的
な
考
察
を
加
え
て
来
た
わ
げ
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
領
因
経
済
よ
り
全
国
経
済
へ
と
質
的
に
も
量
的
に
も
急
激

に
増
大
し
て
行
く
商
品
流
通
に
よ
っ
て
、
都
市
に
集
中
さ
れ
て
い
た
商
業
資
本
が
、
地
方
（
生
産
地
）
に
も
成
長
と
蓄
積
が
行
わ
れ
、

次
第
に
都
市
商
人
と
対
抗
し
、
そ
の
支
配
か
ら
離
脱
し
、
も
っ
て
地
方
領
主
と
手
を
握
っ
て
経
済
的
支
配
権
を
確
立
せ
ん
と
す
る
地

方
商
人
が
出
現
し
て
来
た
。
彼
等
は
増
大
す
る
商
品
流
通
に
お
げ
る
輸
送
機
関
を
掌
握
し
、
領
主
権
力
と
結
合
し
て
航
運
の
巨
利
を

独
占
し
、
そ
の
蓄
積
さ
れ
た
商
業
資
本
は
更
に
こ
れ
を
商
取
引
に
投
入
し
て
そ
の
利
潤
を
追
求
す
る
と
い
っ
た
彫
態
を
と
っ
た
の
で

あ
る
。
近
世
末
の
目
本
海
は
勿
論
、
目
本
の
あ
ら
ゆ
る
沿
岸
航
運
に
お
い
て
、
か
か
る
地
方
の
商
業
と
廻
船
業
を
兼
営
す
る
商
人
が

盛
ん
に
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
、
銭
屋
五
兵
衛
・
岩
漉
商
人
・
山
中
九
兵
衛
等
皆
然
り
で
お
る
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
幼
稚
な
船
舳



構
造
か
ら
来
る
、
航
運
の
危
険
を
克
服
す
る
の
み
た
ら
ず
、
幾
度
か
襲
来
す
る
難
破
の
恐
慌
に
も
め
げ
ず
、
沿
岸
航
運
に
縦
横
の
活

躍
を
続
げ
て
い
る
地
方
宴
商
の
商
魂
を
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
又
航
海
の
危
険
に
よ
り
異
常
の
発
達
を
遂
げ
た
近
世
江

戸
幕
府
下
の
海
難
救
助
制
度
１
－
－
沿
岸
民
の
掠
奪
や
船
頭
等
の
横
暴
を
防
止
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
点
も
あ
る
が
　
　
が
如
何
な

る
も
の
で
あ
っ
た
か
そ
の
具
体
的
実
情
を
山
中
九
兵
衛
家
の
文
書
を
中
心
に
し
て
論
述
し
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
っ
も
り
で

あ
る
。

近
世
に
お
け
ろ
目
本
海
沿
岸
の
帆
船
航
蓮
の
状
況
に
つ
い
て
（
足
立
）

四
七
　
（
一
七
九
）


